
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第 ６ 次 

朝 日 町 

総合計画 

 

 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県 朝日町 

  



 

 

 



 

 

  

〈こどもの表記について〉 

令和４年度に「こども家庭庁」が設立され、「こども基本法」が交付されたことに伴い、 

国はこども基本法の基本理念を踏まえ、平仮名表記の「こども」の使用を推奨しています。 

本計画においても、国の事務連絡に準拠し、法令等に根拠がある語を用いる場合を除き、 

「こども」表記で統一します。 

（令和 4年 9月 15日付事務連絡 内閣官房副長官補付こども家庭庁設立準備室） 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

総合計画は、朝日町が目指す 10 年後の将来像を描き、これを達成するための取組の方向性や

目標を示したまちづくりの基本となる計画です。朝日町では、昭和 48 年に第１次朝日町総合計

画を策定してから第５次朝日町総合計画に至るまで、長期的な展望に立った将来像を掲げ、地域

の発展を目指した取組を進めてきました。平成 28 年に策定した第５次朝日町総合計画では「夢

と希望が持てるまちづくり 朝日町」を将来像とし、人口減少対策が大きな課題となるなか、子

育て支援や教育環境の充実をはじめ、都市基盤や生活環境の整備、地域医療体制の確保などの諸

施策を積極的に取り組んできました。 

第５次朝日町総合計画の策定から 10年が経過し、人口減少・少子高齢化のさらなる進行、人々

のライフスタイルの多様化やデジタル技術の急速な進展、地震・台風・豪雨等の自然災害の相次

ぐ発生による危機管理意識の高揚など、朝日町を取り巻く環境は大きく変化してきています。 

このような現状を踏まえ、社会や環境の変化に対応しつつ、町民との協働のもと、朝日町の持

つ地域資源を十分に活用し、魅力を創出することにより、将来にわたって持続可能なまちであり

続けるため、「第６次朝日町総合計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 

 

 

２ 総合計画の果たす役割 

総合計画は、朝日町の将来像とそれを実現するための施策を明らかにし、次のような役割を担

います。 

 

（１）まちづくりの指針 

町民と行政がともに考え、ともに行動する連携・協働のまちづくりを進めていくうえでの、共

有すべき指針としての役割を果たします。 

 

（２）行財政運営の指針 

総合的で計画的な行財政運営を行うための指針としての役割を果たし、町の最上位計画として

位置づけられるものとなります。各分野の個別計画や施策は、この計画に即して策定され、展開

していきます。 

 

（３）他の行政機関等との相互調整の指針 

関連する国や県等の計画や施策・事業との整合ならびに反映に留意するなど、相互調整の指針

としての役割を果たします。 
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３ 策定にあたっての基本姿勢 

総合計画に期待される役割などを踏まえ、次の５点を朝日町の第６次朝日町総合計画策定にあ

たっての基本姿勢とします。 

 

（１）まちづくりのあらゆる主体の連携・協働を重視した計画 

総合計画が、町民や地域、団体、事業者など、まちづくりに関わる様々な主体と行政にとって、

まちづくりの目標を共有する指針としての認識のもと、ともに知恵を出し合い、ともに実践して

いくことができる、連携・協働を重視した計画とします。 

 

（２）住民目線に立ち、成果の分かりやすい計画 

連携・協働によるまちづくりを持続的に推進していくためには、施策・事業の成果（達成度）

が把握しやすく、また、それが住民サービスの向上に結びついていることが分かりやすい計画と

することが重要です。このため、住民目線に立った成果指標の設定を行い、その達成度を客観的

に測ることができる計画とします。 

 

（３）行政評価や予算と連動する計画 

限られた財源のなかで、まちづくりを効果的・効率的に推進していくためには、施策・事業の

効果等について適切に評価し、費用対効果を念頭に置きながら、選択と集中を図っていく必要が

あります。このため、計画の進捗管理を通じた行政評価や予算措置との連動を考慮した計画とし

ます。 

 

（４）実効性を高める計画 

本計画を着実に推進していくため、各施策に目標を設けて効果検証を行うとともに、ＰＤＣＡ

サイクルに基づき、効率的かつ効果的な進行管理を行います。 

 

  ■ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 
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（５）バックキャスティングによる未来志向の計画 

人口減少・少子高齢化や社会経済の急激な変化、大規模な自然災害の発生など、複雑・高度化

する様々な課題に直面し、先行きが見通しにくい情勢のなか、現在を起点にした従来の延長線上

で物事を考えるだけでなく、目標となる将来の理想的な姿を描き、その姿を実現していくために

取り組むべきことを明らかにしていく、「バックキャスティング」の考え方による計画の立案・推

進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成と期間 

この総合計画の名称は、「第６次朝日町総合計画」とします。 

  第６次朝日町総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画で構成します。 

 

（１）基本構想【10年】 

基本構想は、朝日町の将来あるべき姿を描き、その目標を明らかにした、全ての町民が共有す

る朝日町のまちづくりビジョンであり、それを達成するための諸施策の基本方針を示したものと

なります。 

目標年次を令和 17 年度としますが、社会経済情勢の変化を見極めながら、必要に応じて改訂

を検討します。 

 

（２）基本計画【5年】 

基本計画は、基本構想で示された将来像を実現するために、施策の体系に基づき、その基本的

な展開方向及び主要な施策を定めます。 

なお、近年の急激に変化する社会経済情勢に合わせた実現性の高い計画とするため、期間を前

期と後期の各５年間に分けて計画を策定します。 

・前期基本計画：令和８年度～令和 12年度 

・後期基本計画：令和 13 年度～令和 17年度 

理想とする 

将来像 

予想 

される 

将来 現状 

バックキャスティングによる 

未来からの逆算 

政
策
効
果 

フォアキャスティングによる 

現状からの積み上げ 

時間軸 
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［重点プロジェクト（朝日町総合戦略）］ 

朝日町の最優先の課題である人口減少対策に対応するため、施策分野にこだわることなく、関

連分野が連携し、総合的に取り組む施策群を重点プロジェクトとして位置づけ、朝日町のまちづ

くりにおいて特に重視する方向性を明らかにします。 

このことから「重点プロジェクト」を「朝日町総合戦略」と位置づけ、戦略的かつ計画的に施

策を遂行していくとともに、事業に関しては、実施計画のなかで実現性を確保します。 

 

（３）実施計画【３年】 

実施計画は、基本計画で掲げた施策に沿って主要な事業を示すものであり、各年度の予算編成

の指針となる計画で、本書とは別冊で作成します。 

事業計画と財政計画からなり、事務事業の効果、効率や経済性の観点から、３年間を計画期間

とし、予算連動としてのサマーレビューを通し毎年度ローリング方式により見直しを行います。 

 

  ■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年度                        令和 12年度  令和 13年度                      令和 17年度 

（2026）                      （2030）     （2031）                           （2035） 

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

実施計画（3か年） 毎年度ローリング 

目指すべき姿 

「将来像」 

将来フレーム 

「人口フレーム」 

分野ごとの 

取組方針 

「基本目標」 

目標の実現に 

向けた 

具体的取組 

「施策」 

施策に 

ひも付く 

「事業」 

将来像 

人口フレーム 

基本目標 ８項目 

「重点プロジェクト」=「朝日町総合戦略」 

２4の施策分野 

事務事業 

基
本
構
想 

基
本
計
画 

実
施
計
画 

10年 

5年 

3年ごと 

ローリング 
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第２章 計画策定の背景 

１ 時代の潮流 

（１）人口減少、少子高齢化の進展 

我が国の総人口は、平成 20（2008）年の 1億 2,808 万人をピークに減少に転じました。その後

も合計特殊出生率は過去最低を更新したほか、高齢化率は右肩上がりで増加しています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、総人口は令和 38（2056）年に 1億人を割り込

み、高齢化率は 37.6％になると見込まれており、我が国はこれから、歴史的にも世界的にも類を

見ない水準の人口減少と少子高齢化を経験することが予測されています。 

 

（２）こどもまんなか社会に向けた動向の進展 

近年の急速な少子化・人口減少に歯止めがかからなければ、我が国の経済・社会システムを維

持していくことが難しくなると指摘されています。また、家族形態の多様化、SNS など情報網の

複雑・多様化、ヤングケアラー、さらにはこどもの貧困など、こどもを取り巻く状況は複雑・深刻なも

のとなっています。 

こうしたなか、「こども基本法」が令和４年６月に制定され、こども施策を社会全体で総合的か

つ強力に推進していくことが定められました。今後、全てのこども・若者が身体的・精神的・社

会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指すことが必要となっ

ています。 

 

（３）人生１００年時代の到来 

我が国では、今後も高齢化が進み「人生 100 年時代」を迎えることが予測されています。 

このような長寿社会を健康に豊かに生きるには、健康寿命を維持するとともに、生涯にわたっ

て、一人ひとりが価値観やライフスタイルに応じた働き方や暮らし方を選択することができ、個

性と能力を十分に発揮できる環境が必要となってきます。 

 

（４）安全・安心意識の高まり 

近年、全国各地で地震や豪雨による浸水等の大規模災害が多発しています。また、こどもや女

性、高齢者が被害者となる事故や犯罪が後を絶たず、社会不安を招いています。 

こうした状況を受け、防災・減災、防犯等の安全・安心意識が高まっており、危機管理体制の

より一層の強化と地域力の向上による安全・安心なまちづくりの推進が必要となっています。 

 

（５）環境・エネルギー問題への意識の高まり 

地球温暖化の進行や生物多様性の危機、資源やエネルギーの大量消費などの環境問題が顕在化

し、対応が急務となっています。国は「2050年カーボンニュートラル」を宣言しており、達成に

向けて再生可能エネルギーの活用など脱炭素社会の実現に向けた取組が求められています。 

環境・エネルギー問題に対して、行政や企業だけではなく、国民一人ひとりがどのように意識

し、行動するかが重要となっています。  
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（６）ＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 

デジタル技術の急速な進歩に伴い、ＡＩ（人工知能）、ロボット技術、ＩｏＴの発展など、あら

ゆる領域において、これまでの既成概念を取り払い、新たな価値を創出するための改革といわれ

る、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が進んでいます。 

実社会においてもデジタル技術の活用範囲が拡大しており、今後は、地方の社会的課題解決を

はじめ、あらゆる分野においてさらなるデジタル技術の導入、活用が求められます。 

 

（７）価値観・ライフスタイルの多様化 

少子高齢化、デジタル革命、パンデミックなど社会情勢の変化に伴い、女性や高齢者の就業率

の上昇、シェアリングエコノミーの拡大、地方移住への関心の高まりなど働き方やスローライフ

な暮らし方などの多様化が進んでいます。 

また、男女共同参画や性的マイノリティ、多文化共生などについての関心と理解も年々広がり

つつあり、一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮することができるよう、価値観・ラ

イフスタイルの多様化に対応した社会システムの整備・充実が求められます。 

 

（８）地域経済を取り巻く環境の変化 

人口減少・少子高齢化が進むなか、特に地方では人材不足が深刻化するほか、多くの地域で買

物、医療・福祉、交通、教育など日常生活に不可欠なサービスの維持が困難となる問題が発生し

ています。一方で、インバウンドの増加やリモートワークの普及など地域経済の追い風になりう

る変化も見受けられます。 

地域経済を活性化するためには、各地域の経済・社会、これらを支える人材の力を最大限に引

き出す必要があり、若者や女性をはじめ様々な人に選ばれる取組の強化が求められます。 

 

（９）ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓとは、平成 27年９月の国連サミットで採択された国際社会における令和 12年までの

開発目標です。「誰一人取り残さない」という理念のもと 17のゴールを設定し、持続可能で多様

性と包摂性のある社会の実現に向けた取組を推進することが求められています。 
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２ 朝日町の特性 

（１）雄大な自然が広がるまち 

富山県の東端に位置し、町域の北は日本海に面し、東・南部には白馬岳（2,932ｍ）、朝日岳（2,418

ｍ）を主峰とする北アルプス連峰がそびえ、小川・笹川・境川などの河川が貫流し、日本海に注

いでいます。町域は海抜０ｍから 3,000ｍまでの高低差を有し、豊かな海・山・川による四季の

彩りに恵まれた風光明媚なまちです。 

舟川べりは、春には桜並木、チューリップ、菜の花がそろって咲き誇り、雪をいただいた北ア

ルプス白馬連峰を背景に、色鮮やかな春の景観「春の四重奏」を織りなしています。また、夏か

ら秋には田んぼアートによる景観やひまわり、彼岸花の絨毯が広がるなど、朝日町の美しい景観

に触れてもらう景観スポットとなっています。 

ヒスイ海岸（宮崎・境海岸）は、東西約４㎞の広々とした海岸・海浜で「日本の渚百選」及び

「快水浴場百選」にも選定されているエメラルドグリーンの自然海岸です。このヒスイ海岸では、

海からヒスイの原石が打ちあがりヒスイ探しが楽しめる世界的にも珍しい海岸です。 

 

（２）歴史・文化が薫るまち 

不動堂遺跡、宮崎浜山玉つくり遺跡、宮崎城跡、境Ａ遺跡等の史跡から、朝日町の歴史は旧石

器時代に始まり、古墳時代にはヒスイの産地として優れた玉づくり集団があったとされ、平安～

戦国～江戸時代にかけては、越中越後の国境の地として、交通の要衝となり、この地方の中心を

形成していったとされています。朝日町には、これら悠久の歴史を物語る史跡・文化財等の歴史

的資源が多数残されており、これらの観光振興や地域づくりへの一層の活用が期待されます。 

 

（３）スポーツ・交流が盛んなまち 

ビーチボール競技発祥の地として、世代ごとに競うビーチボールの全国大会が毎年開催されて

います。また、スポーツ関係団体による様々なスポーツ大会やイベントのほか、気軽なスポーツ

として山や大自然を走るトレイルランニングやシニア世代ではパークゴルフも盛んに行われて

います。スポーツ合宿誘致等の取組も進められており、幅広い交流の機会があります。各種スポ

ーツ大会において、町外の参加者が町内宿泊施設を利用した人数に応じてその経費の一部を主催

団体に補助し、交流人口の拡大及び地域の活性化を図る事業も実施しています。 

 

（４）交通アクセスが便利なまち 

町の中心部近くに北陸自動車道朝日 IC が立地しており、高速道路網へのアクセス利便性が高

くなっています。この利便性を活かして、企業立地の促進、交流圏の拡大・観光振興等の取組を

強化し、就業機会の拡大や地場産業の振興につなげていくことが重要です。 

また、平成 27 年３月の北陸新幹線の開業により、朝日町における高速鉄道網の最寄り駅は、

町の中心部から約 11 ㎞の距離にある黒部宇奈月温泉駅となり、高速鉄道網へのアクセス利便性

は格段に高まりました。町内各地と黒部宇奈月温泉駅とを結ぶあさひまちエクスプレスも運行し

ています。 
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（５）子育て支援、教育が充実したまち 

少子化対策が重要な課題となっているなか、朝日町では、婚活支援や定住支援、妊娠期から高

校生世代まで切れ目のない支援で寄り添うため乳児期の母子に対する産前・産後サポート事業や

産後ケア事業、出生をお祝いする出生祝福事業や延長保育、病児・病後児保育の実施、保育料の

軽減、保育所・小中学校給食費の無償化、高校生世代までの医療費助成など幅広い様々な支援事

業を展開しています。 

また、こどもが放課後や学校の長期休業において安心して過ごすことができるよう、放課後児

童クラブの開設や、地域で子育てを支えるこどもの居場所づくり事業等も実施しています。この

ほか、こどもが学ぶ環境充実の取組として、保育所、小学校、中学校を円滑に接続する保小中一

貫教育を推進しています。これら一連の施策によって、全国的にも子育て支援が充実した市町村

のひとつとして知られるようになりました。 

 

（６）ＤＸで社会課題に挑戦するまち 

急速に進展しているデジタル社会において、朝日町は県内市町村に先駆け、タブレットＰＣや

アクティブラーニング室、生成ＡＩ等を活用した教育ＤＸの推進や、高い交付率を誇るマイナン

バーカードを活用した新サービス「LoCoPi あさひまち」や役場での「書かない窓口」、たすけあ

いサービス「もちもたネット」、町民と観光客を結ぶ新ＬＩＮＥアプリ「ファンる～ぷ あさひま

ち」、防災ＤＸ、ＧＰＳ除雪管理システムなどＤＸを体現した数々の住民サービスを展開してい

ます。 

また、令和３年 10 月から本格運行を開始した「ノッカルあさひまち」は、住民の助け合い精

神をデジタルでつないだ新しい公共交通システムとして全国的に注目されてきました。さらに、

令和６年３月にはエネルギーの地産地消システム「ちょいチャージ」をスタートするなど、ＤＸ

をフルに活用して様々な社会課題に果敢に挑戦する自治体として、全国から注目されています。 

 

（７）自然エネルギーが豊かなまち 

地球規模で課題となっている温暖化対策を推進するため、国では2050年カーボンニュートラル

を宣言し、地域資源を有効に活用した再生可能エネルギーの導入などを通して、脱炭素社会の実現

に向けた取組が進められています。 

朝日町は、その立地や豊かな自然資源を背景に、太陽光をはじめ、中小水力、風力、バイオマスと

いった自然由来のエネルギーを活用した発電に高いポテンシャルを有しています。近年では、太陽

光発電を中心に導入量が増加しているほか、３か所の水力発電が稼働しています。また、2030 年

までに新たな陸上風力発電及び水力発電の運転開始が計画されています。 

こうした恵まれた自然資源を活かし、持続可能な地域社会の形成を目指していくとともに、環境

と経済の好循環を見据えた産業構造の転換を図り、新たな成長へとつなげていくことが求められて

います。 
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３ 朝日町の現状 

（１）人口の推移 

①年齢３区分別人口の推移 

国勢調査によれば、令和２年の朝日町の人口は 11,081 人となっています。平成２年から令和

２年にかけて約 37％減、6,488 人の減少がみられます。15 歳未満の年少人口と 15～64歳の生産

年齢人口は平成２年以降継続して減少しています。65歳以上の老年人口（高齢者人口）は継続し

て増加していましたが、平成 27年から令和２年にかけては減少がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総人口には、年齢不詳を含むため、年齢３区分別の合計と一致しない年があります。 

資料：国勢調査 

 

②年齢３区分別人口比率の推移 

年齢３区分別人口比率をみると、老年人口比率は一貫して増加している一方、生産年齢人口比

率と年少人口比率は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※割合は、年齢不詳を除いて算出しています。 

資料：国勢調査  
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③人口構造の変化（人口ピラミッド） 

令和２（2020）年の人口ピラミッドをみると、朝日町では男女とも 70～74 歳の人口が最も多

くなっていますが、国立社会保障人口問題研究所の推計では令和 42（2060）年には男性は 80～

84歳、女性は 75～79歳が最も多くなる見通しです。総人口は令和２（2020）年の 11,081人が令

和 42（2060）年には 3,638 人と約３分の 1にまで減少する推計になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2020 年は国勢調査、2060 年は国立社会保障人口問題研究所（令和５年推計） 

 

④人口動態の推移 

自然動態の推移をみると、死亡数が出生数を上回る自然減が続いています。また、社会動態で

は、転出数が転入数を上回る社会減が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富山県人口移動調査（各年とも前年 10 月 1 日から該当年 9 月 30 日までの値） 
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（２）世帯数の推移 

世帯数は平成７年をピークに微減傾向で、平均世帯人員数は平成２年の 3.5 人から令和２年の

2.5 人に減少しています。 

一方で、高齢者単独世帯、高齢夫婦世帯はともに増加傾向にあり、令和２年には高齢者単独世

帯が 779世帯と高齢夫婦世帯の 776 世帯を上回っています。総世帯数に占める高齢者単独世帯の

割合も平成７年の 6.8％から令和２年の 17.9％に増加しています。 

 

①世帯数と世帯人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

②高齢者単独世帯・夫婦世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（３）産業の状況 

令和２年国勢調査による朝日町の就業者数は、5,401 人で、うち第１次産業従事者は 311 人、

第２次産業従事者は 1,906 人、第３次産業従事者は 3,184人となっています。割合としては第３

次産業が最も多く 59.0％を占めています。 

 

①産業分類別就業者数の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年と令和２年は不詳補完結果） 

 

②産業分類別就業者比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年と令和２年は不詳補完結果） 
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③工業の推移 

工業の従業者数は微増、事業所数は微減で推移し、令和２年では従業者数が 742 人、事業所数

が 16 か所となっています。製造品出荷額等は平成 30 年をピークに減少傾向で、令和２年では

13,309百万円まで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査、令和２年は経済センサス活動調査 

 

④商業の推移 

商業（小売業・卸売業）は、従業者数、事業所数、年間商品販売額ともに減少傾向となってお

り、令和３年では従業者数が 462人、事業所数が 111か所、年間商品販売額が 7,907 百万円とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査、平成 24 年、28 年、令和３年は経済センサス活動調査 
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⑤観光入込客数の推移 

観光入込客数はコロナ禍の影響で大きく落ち込んだあと、令和４年以降はコロナ前を上回る水

準に回復し令和６年では 464千人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富山県観光客入込数等 

 

観光スポット別に入込客数の推移をみると、令和６年ではヒスイ海岸が最も多く、次いで舟川

べり、ヒスイテラスの順となっており、いずれも近年入込客数が大きく増加しているスポットと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商工観光課 
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★アンケート結果の総括 

○10 年前と比べて朝日町の対外的な認知度（春の四重奏・ヒスイ海岸等）が高まったと感

じている人は町民の８割以上にのぼっています。また、10 年前と比べた朝日町の印象に

ついては「良くなっている」が約５割で、「悪くなっている」を大きく上回っています。 

○朝日町に住み続けたいと思う人は、町民の約７割と多くなっています。 

○若者の住み続けたいという意向は、約４割と半数を下回りますが、若者の７割以上は現

在の生活環境に満足していると回答しています。朝日町の魅力と思うものは、「自然」

「人」のほか、「子育て支援が充実している」「教育環境が充実している」など、町独自の資

源だけでなく、町がこれまで力を入れてきた取組も上位にあがっています。 

〇若者が転出する理由は、「働く場の選択肢・求人情報が少ないから」が最も高く、次いで

「飲食店や買い物環境が不十分だから」「通勤・通学が不便だから」の順となっています。

また、住む場所を選ぶ際に重視することは、「買い物環境が充実していること」が最も高

く、次いで「交通環境が整っていること」「子育てしやすいこと」の順に続いています。 

○町民アンケートにおいて、朝日町が行っている取組の満足度は、「健康」「子育て支援」「学

校教育」「医療」の順に高くなっており、特に「医療」は前回の調査から大きく増加していま

す。一方、「企業立地」「中心市街地」「商工業」「観光」は不満の割合が高い項目となってい

ます。 

〇将来の朝日町に望む姿は、町民・若者とも、「若者・子育て世代が希望を持って暮らせるま

ち」「働きやすい環境づくり、企業誘致による商工業が盛んなまち」「医療・福祉が充実し

たまち」「子育て支援が充実したまち」が上位の回答となっています。 

４ 町民意識とニーズ 

（１）町民・若者アンケート調査の結果 

①調査概要 

調査目的 
第 6次朝日町総合計画の策定にあたり、まちづくりに対する町民の意識や今後の方

向性などを把握、計画策定の基礎資料とすることを目的として実施しました。 

調査期間 令和６年６月～８月 

調査対象 

○町民アンケート：町内在住の 18 歳以上の方（850 名を無作為抽出） 

○若者アンケート：町内在住の 15～39 歳（令和６年４月１日現在）の方全員 

（1,681 名を対象） 

回収状況 
○町民アンケート：447 件（回収率：52.6％） 

○若者アンケート：439 件（回収率：26.1％） 
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②調査結果 

 

▶10年前と比べて対外的な認知度が高まったと感じるか（町民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

▶10年前と比べた朝日町の印象（町民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

▶朝日町への居住意向（町民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.5 38.7 9.4 4.0 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町民調査（n=447）

感じている やや感じている あまり感じない

ほとんど感じない 不明・無回答

14.1 35.1 32.0 9.8 7.6 1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町民調査（n=447）

良くなっている やや良くなってきている かわらない

やや悪くなっている 悪くなっている 不明・無回答

36.0 32.2 5.4 5.6 5.6 14.3 0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町民調査（n=447）

ずっと住み続けたい

どちらかといえば住み続けたい

一時的に離れることはあっても、朝日町に住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない

町外に移り住みたい

どちらともいえない

不明・無回答



18 

 

▶朝日町への居住意向（若者調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶現在の生活環境への満足度（若者調査） 

 

 

 

 

 

 

 

▶朝日町の魅力と思うもの（若者調査） ※上位５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.0 

30.1 

2.7 

2.5 

10.0 

8.4 

3.2 

2.1 

6.8 

7.7 

18.5 

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

いつまでも朝日町で住み続けたい

できる限り朝日町で住み続けたい

大学等への進学で離れると思うが、

就職を機に朝日町に戻りたい

仕事等の関係で離れるが、いずれ朝日町に戻りたい

進学や就職を機に朝日町以外に住むと思う

結婚を機に朝日町以外に住むと思う

転職（転勤）を機に朝日町以外に住むと思う

住まいの関係で朝日町以外に住むと思う

その他の理由で朝日町以外に住むと思う

パートナーの意向次第でわからない

わからない

不明・無回答

若者調査（n=439）

20.3 54.7 21.9 

3.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者調査（n=439）

十分に満足している まあまあ満足している あまり満足していない

まったく満足していない 不明・無回答

74.5 

36.0 

27.6 

15.5 

12.3 

0% 20% 40% 60% 80%

自然が豊か

子育て支援が充実している

人のつながりが温かい

教育環境が充実している

医療・福祉が充実している

若者調査（n=439）
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▶若者が転出する理由（若者調査）             ▶住む場所を選ぶ際に重視すること（若者調査） 

※上位５件                                     ※上位５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶町の施策の満足度・重要度（町民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.5 

55.1 

51.5 

40.5 

25.3 

0% 20% 40% 60% 80%

働く場の選択肢・

求人情報が少ないから

飲食店や買い物環境が

不十分だから

通勤・通学が不便だから

レジャー施設が少ないから

町に活気がないから

若者調査（n=439）

59.4 

36.9 

31.3 

28.9 

22.1 

0% 20% 40% 60% 80%

買い物環境が

充実していること

交通環境が

整っていること

子育てしやすいこと

魅力ある職場が

あること

町に活気があること

若者調査（n=249）

子育て支援

学校教育

生涯学習

スポーツ

文化

健康

福祉・介護

医療

農林水産業

企業立地

商工業

観光

交流

中心市街地

移住・定住

地域コミュニティ

防災

消防・救急

防犯・交通安全

有害鳥獣

都市計画

道路・交通

緑・水環境

環境衛生

情報共有、町民参加

行財政運営、

広域行政

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

重
要
度

満足度

平均値 3.79

満足度：低

重要度：高

満足度：高

重要度：高

満足度：低
重要度：低

満足度：高
重要度：低

平均値 3.20
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▶将来の朝日町に望む姿（町民調査） ※上位５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶将来の朝日町に望む姿（若者調査） ※上位５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.6 

38.7 

37.1 

31.5 

17.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

若者・子育て世代が希望を持って暮らせるまち

働きやすい環境づくり、

企業誘致による商工業が盛んなまち

医療・福祉が充実したまち

子育て支援が充実したまち

自然豊かなまち

町民調査（n=447）

43.7 

42.1 

31.2 

28.0 

19.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

若者・子育て世代が希望を持って暮らせるまち

子育て支援が充実したまち

働きやすい環境づくりや

企業誘致等により商工業が盛んなまち

商店や飲食店が充実したまち

医療・福祉が充実したまち

若者調査（n=439）
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（２）住民参加型ワークショップ「朝日町みらい会議」の結果 

これからのまちづくりには町民参画が必要不可欠であり、その一歩として、町民同士でまち

づくりへの思いやアイデア等を出し合うことにより、その結果を「第６次朝日町総合計画」の

基本構想・基本計画を策定するうえでのヒントとして活かしていくために実施しました。また、

ワークショップを通じ、まちづくり参画のきっかけづくりとするために行いました。 

▶実施概要 

実施時期 令和６年 10月～12月の期間に計３回実施 

実施方法 

公募をはじめ、各種まちづくり団体や関係機関から参加を募り、

「子育て・定住」「教育」「健康・福祉・医療」「商工観光」「農林水産」

「防犯・防災・生活基盤」の６グループに分かれて、テーマごとに話

し合いを行いました。 

実施内容 

キックオフ 
10月 22日（火） 52名参加 

テーマ：朝日町のまちづくりを知ろう！ 

第１回WS 
11月 19日（火） 56名参加 

テーマ：朝日町の「いいところ」「もう少しなところ」を考えよう！ 

第２回ＷＳ 
12月３日（火） 54名参加 

テーマ：理想の姿を目指した取組を考えよう！ 

▶実施結果（ワークショップで挙げられたご意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 

▶実施結果（ワークショップであげられた主なご意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まちの魅力（いいところ） まちの課題（もう少しなところ） 

●こどもを持つことに対してのサポートが

手厚い。子育てにお金がかかりにくい 

（子育て・定住） 

●公立病院がある。地域交通が充実してい

る。ノッカルがある。きれいな海がある。

（子育て・定住） 

●給食のインスタが楽しみ。生成ＡＩの活

用。行政が前向き。給食費が無償。 

（教育） 

●こどもの医療費 18 才まで無料。コンパ

クトなまち。元気な年寄りが多い。 

（健康・福祉・医療） 

●春の四重奏がきれい、有名、来訪者多

数。ヒスイ海岸が良い、きれい。 

（商工観光） 

●ビルがない、景観が良い。絶景地が多く

ビジネスチャンスがある。 

（商工観光） 

●農業女子が元気。 

水がおいしい→稲（米）もうまい。自分で

ホタルイカが獲れる。（農林水産） 

●災害が少ない。犯罪が少ない。町内放送

がこまめにあり状況がわかる。 

（防犯・防災・生活基盤） 

●スーパーの選択肢が少ない。若者が集う

場がない。行政の情報発信が弱い。 

（子育て・定住） 

●役員になる機会が多い。車社会なので

過保護になりがち。 

（教育） 

●多様な大人との出会いが少ない。人数

が少なく、部活動の種類が少ない。 

（教育） 

●夜道が暗い。相談窓口がわかりにくい。

買い物できる場所が限られている。 

（健康・福祉・医療） 

●観光地をうまく商業化できるとよい。 

良い観光資源があるのに、行きづらい。 

（商工観光） 

●飲食店が少ない。 

魅力ある企業、仕事が少ない。 

（商工観光） 

●道の駅があるといい。農業者以外の 

人にも農業を手伝ってもらえる仕組み

がほしい。（農林水産） 

●空き家の再利用。宿泊施設が少ない。 

タクシーが早くおわる。 

（防災・防犯・生活基盤） 
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いいところをさらに伸ばすための取組 

●子育て支援の充実、教育に力を入れていることをＳＮＳでアピール（子育て・定住） 

●給食が食べられる食堂。みんまなびの拡充（こどもがこどもに教えるなど）（教育） 

●年齢・性別等々に関わらず自由に集れる場所がつくれたらいい（健康・福祉・医療） 

●絶景のカフェ→日本一。タラ汁をカップスープに。継承者募集・育成（商工観光） 

●海に一番近いスターバックスの誘致。農業女子の組織化（農林水産） 

●小水力発電の全戸普及、電力自給の町。自然を楽しむアクティビティ（農林水産） 

●防災（災害ゼロ）、防犯（犯罪ゼロ）日本一を目指す（防災・防犯・生活基盤） 

●水がきれい、水が多い→ビジネス・ブランド化 魅力アップ観光（防災・防犯・生活基盤） 

もう少しなところを改善するための取組 

●ノッカルを中高生親にアピール。中高生が集まる場⇒図書館アゼリア等開放（子育て・定住） 

●高校生に対する通学費助成。山村留学の受け入れを活発化（教育） 

●医療と高齢者を近づけるヘルスタウン。雨でも遊べる屋内公園（健康・福祉・医療） 

●“商業”の協力隊を入れて継業、継承、人材補てん。起業しやすい環境づくり強化（商工観光） 

●町民が必要としている野菜をつくる地消地産。販路強化のため冬に祭り（農林水産） 

●０円空き家の試行。空き家のオークション。側溝に点滅灯の設置（防災・防犯・生活基盤） 

朝日町の理想の姿（将来像） 

●誰でも安心して住めるみんなにピッタリなまち    

 

●チャレンジしやすいまち↔失敗してもＯＫなまち   

 

●健康寿命日本一!!健康づくりが楽しくなる町!! 

 

●１年を通して町民が楽しいまち 

 

●１次産業が奏でるオーケストラ 

 

●みんなで魅力（たから）を発掘できる町 

 

（子育て・定住） 

（防災・防犯・生活基盤） 

（農林水産） 

（商工観光） 

（健康・医療・福祉） 

（教育） 
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５ まちづくりの課題 

（１）子育て・教育 

○町民アンケートにおいて、朝日町の子育て支援に対する評価が高まっています。充実した子育

て支援サービスの積極的なＰＲとさらなる充実を図りながら、より一層のサービス利用と子育

て世代の移住を促進していく必要があります。 

○「こどもまんなか社会」の考えのもと、妊娠・出産から子育て期まで、切れ目のない一貫した

支援が求められています。 

○年少人口が激減するなか、ふるさとに誇りを持ち心豊かで逞しいこどもを育むとともに、次代

に活躍できる人材の育成が求められています。 

○人生 100 年時代が訪れるなか、ライフステージを通じて学び続けられる生涯学習環境の充実が

必要です。 

○「いつでも、どこでも、だれでも」スポーツ・運動に親しめる環境の充実を図るとともに、ス

ポーツを通じた交流の発展や地域振興に取り組むことが求められます。 

○町民が芸術文化に触れる機会を充実し、芸術文化の振興を図るとともに、歴史・文化資源の適

正な保存・継承に取り組む必要があります。 

 

（２）健康・福祉 

○朝日町みらい会議では「健康寿命日本一！」の実現が提案されました。少子高齢化が進むなか、

生活習慣病予防をはじめ、認知症予防、介護予防や若年層からの健康づくりの重要性が高まっ

ています。 

○地域共生社会の実現を目指し、介護サービスの充実や地域全体で支え合う体制の整備など、住

み慣れた地域で安心して暮らせる環境の充実が必要です。 

○高齢化による医療ニーズの増大・多様化に対応するため、地域医療を支える中核病院としてあ

さひ総合病院の様々な機能の拡充を図るとともに、医療人材の確保に努めることが必要です。 

 

（３）産業・観光 

○農林水産業就業者の減少や高齢化が進むなか、新たな担い手の確保・育成をはじめ、地産地消

の推進や高付加価値化、スマート農林水産業の導入などにより、経営強化の支援と農山漁村の

持続的な振興を図っていく必要があります。 

○町民アンケートにおいて、「企業立地」は満足度が低く、重要度が高い優先性の高い項目となっ

ています。企業用地の確保及び立地実績は進みつつあり、今後とも若者の就労支援や定住人口

の確保に向けさらなる取組が必要です。また、春の四重奏やヒスイ海岸等により朝日町の認知

度が高まっていると感じている人は８割を超えています。朝日町ならではの様々な資源を活か

し、より多くの人々から選ばれる観光地づくりを進める必要があります。 

○若者アンケートでは、「買い物環境や商店・飲食店の充実」「働きやすい環境づくり」へのニー

ズが高くなっています。地域に根ざした商工業の振興を図るとともに、起業促進をはじめ、空

き家・空き店舗対策等により、中心市街地における新たな活力の創出も必要です。 
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（４）定住 

○移住希望者へのきめ細かな相談・支援により、毎年一定数の定住につながっており、より一層

のＰＲに努めるとともに、二地域居住等の多様なニーズへの対応が必要となっています。 

○人口減少・少子高齢化が進むなか、地域コミュニティの弱体化が懸念されており、引き続き地

域コミュニティ組織・活動の充実を図り、地域の活性化や暮らしの安心感を高めていく必要が

あります。 

 

（５）安全・安心 

○近年の大規模な自然災害の発生などにより､人々の防災･減災への意識が高まっており、国・県

をはじめ関係機関との連携を密にした地域防災体制の充実を図る必要があります。また、自主

防災組織を中心とした地域における人材育成と助け合いの仕組みづくりが必要です。 

○消防団組織の活性化を図るとともに、消防・救急資機材の充実・高度化を進めていく必要があ

ります。 

○安全・安心な地域づくりに向け、引き続き関係機関と連携しながら、防犯・交通安全活動に取

り組む必要があります。 

○野生生物による農作物等への被害が増加しており、適切な対応が必要となっています。 

 

（６）環境 

○町民の環境保全に対する興味・関心を高め、循環型社会を構築するため、ごみの減量化や再資

源化、廃棄物の適正処理、公害防止等に取り組む必要があります。また、空き家が周辺環境に

深刻な影響を及ぼすことのないよう、適切な対策が必要です。 

○2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指し、再生可能エネルギーの活用や脱炭素社会

への転換を図るとともに、気候変動への適応策を検討する必要があります。 

 

（７）生活基盤 

○快適で利便性の高いまちづくりに向け、泊駅周辺の用途地域における、まちなかでの賑わい創

出や移住・定住の促進等に向けた有効な土地利用の推進が必要となっています。 

○町民アンケートにおいて、「道路・交通」は満足度が低く、重要度が高い優先性の高い項目とな

っています。公共交通として、あいの風とやま鉄道、あさひまちバス、あさひまちエクスプレ

ス、ノッカルが運行しており、これらによって多くの町民の移動がカバーされていますが、今

後とも持続可能な公共交通体系として、地域全体が交通に関わり利便性を確保していくことが

必要となっています。また、快適で利便性の高い道路網の整備についても、引き続き取り組ん

でいく必要があります。 

○緑豊かで潤いある住環境の創出のため、公園の整備、維持管理の充実に取り組む必要がありま

す。水道・下水道については、老朽化対策を図りながら、水の安定供給と下水道普及地域への

整備を継続して進めることが必要です。  
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（８）行財政改革 

○朝日町では、ＤＸを活用した様々な住民サービスを他市町村に先駆けて展開しており、行政情

報の公開と共有のみならず、今後とも幅広い分野でのＤＸ活用を図りながら、安心して暮らし

続けられるよう、生活機能の向上を図る必要があります。また、人口減少が継続し、地域コミ

ュニティ機能の低下が課題となるなか、まちづくりを自分事として取り組む町民主体のまちづ

くりを支える仕組みづくりが必要となっています。 

○住民サービスの向上を図るため、より一層の財源確保に努めるとともに、事務事業の見直しや

広域圏、官民連携を進めるなど持続可能な行財政運営への取組が必要です。 
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第１章 将来像 

第５次朝日町総合計画では、町民一人ひとりが朝日町への思いを大切にし、地域への愛着や誇りを

高め、将来への夢と希望を描けるまちを目指し、「夢と希望が持てるまちづくり 朝日町」を将来像に

掲げ、まちづくりに取り組んできました。 

第５次朝日町総合計画で掲げた将来像を継承・発展し、朝日町で暮らす方々が、これまで以上に朝

日町を好きになれる、未来への夢と希望があふれる幸せに満ちたまちを目指し、第６次朝日町総合計

画の将来像を「夢と希望があふれるまち 朝日町」とします。 

また、この将来像を実現するための基本テーマとして「子育て応援日本一のまち」「幸せ寿命日本一

のまち」「移住・定住・交流で賑わうまち」を掲げ、こどもから高齢者まで全ての町民が地域でつながり

ながら安心していきいきと暮らし続けられるとともに、朝日町の魅力を高め、より多くの人に選ばれる

まちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合言葉】 

朝日町では、令和６年に迎えた町制施行 70 周年を機に「こんにちは、たのしい未来！」を合言葉

に掲げ、町民みんなで豊かな未来に向けた新たな一歩を踏みだしました。 

この合言葉は、新たな人やものとの出会いを歓迎し、暮らしの中で楽しみながら、次の豊かさへ

と育み、つなげていくという朝日町の未来への願いであり、本計画の将来像と合わせ、より一層未

来志向のまちづくりを進めていきます。 

「こんにちは、たのしい未来！」を合言葉に、その先の未来がたのしく、わくわくするようなまちを

目指します。 

 

  

夢と希望があふれるまち 朝日町 

子育て応援 

日本一のまち 

幸せ寿命 

日本一のまち 

移住・定住・交流で 

賑わうまち 

こんにちは、たのしい未来！ 

将来像 

合言葉 
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《将来像の実現に向けた推進方針》 

将来像の着実な実現に向けて、分野横断的に取り組む推進方針として次の３項目を掲げます。 

●時代に合った新たな価値を創造するまちづくり 

まちづくりに関わる様々な分野において、デジタルの活用など、従来の仕組みを変革しな

がら時代の変化を捉えた新たな価値を創造し、豊かで多様な暮らし方、働き方等の実現を図

ります。 

●多様な交流による賑わいのあるまちづくり 

地域内外の多様な交流を促進するとともに、観光やスポーツ等をきっかけに趣味や楽しみ、

仕事など様々な形で朝日町に関わる関係人口の拡大を図り、人口減少に伴う社会課題の解決

や新たな賑わいの創出を図ります。また、二地域居住など新たな人の流れの創出や、若者の出

会いの場を創出するなど、多様な人々が集い、交流することで賑わいのあるまちづくりを進

めます。 

 

●官民地域共創による持続可能なまちづくり 

朝日町の地域性、お互いを助け合う精神などを活かしたサービスの提供・構築を図り、人口

が減少しても現状の公共サービスを維持・向上し、誰もが安心で快適に暮らし続けられる持

続可能なまちづくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

官民地域共創による 

持続可能な 

まちづくり 

多様な交流による 

賑わいのある 

まちづくり 

時代に合った新たな 

価値を創造する 

まちづくり 

《将来像の実現に向けた推進方針》 
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《将来像と基本目標、推進方針の関係》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《共助・共創のまちづくり》 

※町内外の様々な主体がひとつになって、まちづくり人口として課題解決に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

将
来
像 子育て応援 

日本一のまち 

幸せ寿命 

日本一のまち 

移住・定住・交流で 

賑わうまち 

１ 子育て・教育 

２ 健康・福祉 

３ 産業・観光 

４ 定住 

５ 安全・安心 

６ 環境 

７ 生活基盤 

８ 行財政改革 

時代に合った新たな 

価値を創造する 

まちづくり 

基
本
目
標 

推
進
方
針 

多様な交流による 

賑わいのある 

まちづくり 

 

官民地域共創による 

持続可能な 

まちづくり 

合
言
葉 

町民 

町内事業者 地域・NPO 

行政 

町外 

事業者 
学識者・ 

専門家 

観光客・ 

交流人口 関係人口 

町内外 

多様な主体

の協働 

 こんにちは、たのしい未来！ 

夢と希望があふれるまち 朝日町 
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第２章 基本目標 

将来像の実現を図るため、次の８つの柱に基づき、まちづくりを進めます。 

 

１ 子育て・教育 【安心して産み育て、健やかな心とからだを育み、学び続ける未来】 

出産・子育ての希望をかなえられ、子育てと定住のまちとして選ばれるよう、結婚から妊娠、

出産・子育てまでの切れ目のない支援や教育の充実を図るとともに、「こどもまんなか社会」の実

現に向け、ふるさとに誇りを持ち健やかで幸せに成長できるよう、子育て世代の視点に立った施

策に取り組みます。 

また、生涯学習環境の充実や、文化芸術・スポーツに親しめる機会の充実を図り、一人ひとり

の学びを活かし、生涯にわたって様々な分野で活躍できる環境の整備を進めます。 

《施策分野》 【こども・子育て支援】【教育・スポーツ・文化】 

 

２ 健康・福祉 【健康寿命を延ばし、いきいきと暮らせる未来】 

人生 100年時代が訪れるなか、生涯を通じていきいきと暮らせるよう健康寿命の延伸を図ると

ともに、誰もが住み慣れた地域で安心して幸せに暮らし続けることができるよう、支え合いと生

きがいをともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指します。 

あさひ総合病院が、地域の中核病院として高齢者医療の先進モデルとなる取組を進め、医療人

材の確保をはじめ、地域の需要に応じた医療の提供に努めます。 

《施策分野》 【健康】【福祉】【医療】 

 

３ 産業・観光 【多彩な資源を活力にした魅力あふれる未来】 

農林水産業の持続可能性を確保するため、あさひ農学舎等を通じた人材の育成や新たな担い手

の確保に取り組みます。また、安定した農林水産業経営のための助成をはじめ、地産地消の推進、

スマート農林水産業の導入等も進めます。 

商工業者のニーズに対応した経営支援やデジタル化時代に対応した町内消費の喚起、朝日町の

様々な魅力・資源を積極的に活用した観光振興などに取り組みます。また、起業を希望する方へ

の各種支援や企業誘致を通じて町内に新たな就労の場を創出します。 

朝日町の稼ぐ力を高めるため、基幹産業である農林水産業や、観光産業における付加価値を創

出するとともに、中小企業の成長促進、官民地域連携による新たな産業の創出に取り組み、効果

的な経済循環の実現を目指します。 

 

《施策分野》 【農林水産業】【企業立地】【商工業】【観光】 
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４ 定住 【愛され、選ばれ、人々が集う未来】 

働く場の創出や子育て支援策の充実に努めるとともに、移住・定住の促進に向けたきめ細かな

相談支援や居住支援、空き家の利活用を推進します。。 

また、地域コミュニティの組織・活動の充実を図り、地域の活性化や暮らしの安心感を高めま

す。 

《施策分野》 【移住・定住】【地域コミュニティ】 

５ 安全・安心 【生命と財産を守り、安心して暮らせる未来】 

様々な災害に備えた自助・共助・公助の取組を推進し、地域防災体制の充実を図ります。また、

住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりに向け、消防・救急、防犯、交通安全、

鳥獣被害対策等の取組を推進し、地域における危機管理体制の充実を図りながら、安全・安心な

まちづくりを進めます。 

《施策分野》 【防災】【消防・救急】【防犯・交通安全】【鳥獣被害対策】 

 

６ 環境 【次世代へつなぐ資源循環型の未来】 

ごみの減量化・再資源化、廃棄物の適正処理等、循環型社会の構築を目指した取組を推進する

とともに、空き家対策等の推進により、良好な居住環境の保全を図ります。 

また、2050 年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目指し、再生可能エネルギーの導入推進をは

じめ、様々な省エネ対策、気候変動適応対策等に取り組みます。 

《施策分野》 【環境衛生】【再生可能エネルギー・脱炭素社会】 

 

７ 生活基盤 【魅力的な都市をつくり、快適に暮らせる未来】 

魅力的で住みやすい都市づくり、効果的で利便性の高い道路・公共交通体系の整備・充実、公

園の整備、水道・下水道網の整備を推進し、潤い豊かな生活環境の充実を図ります。 

《施策分野》 【都市計画】【道路・交通】【緑・水環境】 

 

８ 行財政改革 【新たな地域スタイルを構築し、みんなが助け合う未来】 

まちづくりへの参加と協働を推進するため、デジタル推進などにより、町政情報のきめ細かな

提供を図るとともに、町民等の参画機会の拡充を図ります。また、効果的・効率的な行財政運営

に取り組み、持続可能なまちづくりを推進します。 

広域化する行政ニーズへの対応と周辺地域の活力の維持向上のため、新川地域をはじめとする

近隣自治体との広域的な連携を強化します。 

《施策分野》 【情報発信・共有、町民参画】【行財政運営】【広域連携】【デジタル活用】 
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（人）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

推計値
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

推計値

第３章 人口フレーム 

１ 定住人口の目標 

令和２（2020）年国勢調査の朝日町の人口は 11,081 人となっており、長期間にわたり減少が

続いています。国の研究機関である国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が

示す将来人口推計では、今後も人口減少・少子高齢化が継続する予測となっており、本計画の最

終年度である令和 17（2035）年には 7,717 人、40 年後の令和 42（2060）年には 3,638 人と現在

の半数を下回る水準まで減少することが見込まれています。 

また年齢３区分別人口比率では、令和 12（2030）年に老年人口比率が半数を超え、その後も令

和 37（2055）年の６割近くまで増加が継続する一方で、生産年齢人口と年少人口比率は減少が続

く見込みとなっています。 

 

■将来人口推計（国勢調査をベースとした社人研推進方法準拠による推計） 

＜総人口及び年齢３区分別人口＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年齢３区分別人口比率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」 
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令和7年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

令和37年

（2055年）

令和42年

（2060年）

将来人口フレーム 9,947 8,900 8,000 7,000 6,100 5,300 4,600 4,100

社人研推計 9,849 8,762 7,717 6,720 5,826 5,026 4,301 3,638

年少人口割合 7.4% 6.9% 6.4% 6.5% 6.6% 6.8% 6.8% 6.9%

生産年齢人口割合 45.5% 43.3% 41.8% 39.4% 37.8% 37.3% 37.3% 38.3%

老年人口割合 47.1% 49.8% 51.8% 54.1% 55.6% 56.0% 55.9% 54.9%

9,947 

令和17（2035）年時点

8,000 人

令和42（2060）年時点

4,100 人

7,717 

3,638 
3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

（人）

第6次計画期間
人口ビジョン

目標年次

全国的に人口減少・少子高齢化が進行するなか、朝日町においても他の地方都市と同様に、人

口減少を避けることは困難な状況にあります。 

このような状況においても、まちの活力を維持していくため、本計画の目標年次である令和 17

（2035）年時点の人口フレームを 8,000人、朝日町人口ビジョンで掲げた令和 42（2060）年時点

の人口フレームを4,100人と設定し、企業立地の促進、農林漁業等の地域産業の活性化をはじめ、

未来を担う若年層の移住・定住支援や転出抑制、充実した子育て支援のさらなる推進など、各分

野の戦略的な取組により、人口減少の緩和策を推進するとともに、人口減少社会への適応策を図

り、持続可能なまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来人口フレーム 
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２ 関係人口の創出・拡大 

関係人口とは、移住で来られた「定住人口」でもなく、観光で来訪された「交流人口」でもな

い、多様な形で町に継続的に関わる人のことを指します。地方では、人口減少・高齢化によりま

ちづくりの担い手不足に直面するなか、この関係人口と呼ばれる地域外の人材が、まちづくりの

担い手として活躍するだけでなく、地域住民との様々な交流によってイノベーションを引き起こ

し、内発的発展を促進するほか、将来的な移住者の増加にもつながることが期待されています。 

朝日町においても、仕事や趣味・スポーツ、観光、コミュニティの活性化、ふるさと納税、ま

ちづくり等様々な分野や機会を通じ、町外の人々との関わりが進みつつあります。今後の人口減

少の緩和や、朝日町の魅力・活力のさらなる向上につなげていくため、より一層関係人口の創出・

拡大に取り組んでいきます。 

 

 

■関係人口イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「二地域居住・関係人口ポータルサイト」より 
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第４章 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来像 基本目標 

基本目標１ 子育て・教育 

安心して産み育て、健やかな心と 
からだを育み、学び続ける未来 

基本目標２ 健康・福祉 

健康寿命を延ばし、 

いきいきと暮らせる未来 

基本目標７ 生活基盤 

魅力的な都市をつくり、 

快適に暮らせる未来 

 

夢
と
希
望
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

朝
日
町 

子育て応援 
日本一のまち 

合言葉 

幸せ寿命 

日本一のまち 

移住・定住・ 
交流で 

賑わうまち 

基本目標３ 産業・観光 

多彩な資源を活力にした 

魅力あふれる未来 

基本目標５ 安全・安心 

生命と財産を守り、 

安心して暮らせる未来 

基本目標４ 定住 

愛され、選ばれ、人々が集う未来 

基本目標６ 環境 

次世代へつなぐ資源循環型の未来 

基本目標８ 行財政改革 

新たな地域スタイルを構築し、 

みんなが助け合う未来 

こ
ん
に
ち
は

、
た
の
し
い
未
来
！ 
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施策分野 

3-4 観光 

5-1 防災 

5-3 防犯・交通安全 

5-4 鳥獣被害対策 

6-1 環境衛生 

6-2 再生可能エネルギー・脱炭素社会 

7-1 都市計画 

7-2 道路・交通 

1-1 こども・子育て支援 

2-2 福祉 

3-2 企業立地 

3-3 商工業 

4-1 移住・定住 

4-2 地域コミュニティ 

5-2 消防・救急 

1-2 教育・スポーツ・文化 

8-3 広域連携 

2-1 健康 

2-3 医療 

3-1 農林水産業 

7-3 緑・水環境 

8-1 情報発信・共有、町民参画 

8-2 行財政運営 

8-4 デジタル活用 

 

 

 

推進方針 

 

 

 

 

 

時
代
に
合
っ
た
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り 

官
民
地
域
共
創
に
よ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り 

多
様
な
交
流
に
よ
る
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り 
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第１章 安心して産み育て、健やかな心とからだを育み、 

学び続ける未来【子育て・教育】 
 

1-1 こども・子育て支援         1-2 教育・スポーツ・文化 

 

 

１-1 こども・子育て支援 

 施策の基本的な方向 

結婚から妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支援の推進、子育て世代が安心してこども

を産み育てることができる地域社会を目指すとともに、「こどもまんなか社会」の実現を目指

し、家庭・地域・企業・行政が一体となって子育てを支え合う環境づくりを進めます。また、

こども自身が、安全・安心に、健やかに成長できる環境を整えます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

保育サービスに満足する

保護者の割合 

保育サービスや保育施設環境の充実

に努め、満足度向上を図ります。 
時点 － 80％ 

児童館・放課後児童クラブ

サービスに満足する保護

者の割合 

児童の健全な育成を図るため、

サービスや施設環境の充実に努

め、満足度向上を図ります。 

時点 － 80％ 

この地域で今後も子育て

したいと思う親の割合 

子育て環境の充実に努め、今後

も朝日町で子育てしたいと思う

親の増加を図ります。 

時点 94.3％ 98％ 

 

 主な現状と課題 

■全国的に少子化が進むなか、妊娠・出産支援やこどもを健やかに育てる環境を整えることが喫

緊かつ重要な課題となっています。 

■こどもや子育て家庭の置かれている状況や地域の実情など取り巻く環境は多様化しています。

今後は、こども自身の意見を踏まえたうえで、こどもたちが健やかで幸せに成長できるよう、

より一層地域社会においてこどもをまんなかに、こども・子育て支援を進めていく必要があり

ます。 

■若い世代にとって、朝日町で暮らし、家庭を持ち、こどもを産み育てたいと思ってもらえるま

ちづくりを進めていく必要があります。 
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 主要施策 

 

■1-1-1 地域子育て環境の充実 

○保育士等の保育に係る人材の確保・育成に努め、保育サービスの質的向上を図ります。 

○多様な保育ニーズに対応する保育サービスの充実を図ります。 

○地域子育て活動の拠点として、子育て支援センターの機能強化を図ります。 

○児童の健全な育成を図るため、児童館の施設環境や放課後児童クラブ等の充実を図ります。 

○こどもとその家族が地域の人々と交流し、助け合えるような場所や機会の提供を図ります。 

○子育て支援のためのデジタル化を推進するとともに、妊娠・出産・子育てに関する総合的な情

報提供を図ります。 

主な取組 

◆保育に係る人材の確保            ◆こども食堂などの開設運営支援 

◆子育て支援センターの機能強化        ◆交流・ネットワークの強化 

◆保育サービスの維持向上           ◆子育て支援のデジタル化推進  

◆児童館・放課後児童クラブの環境整備     ◆子育て支援情報の発信・共有 

■1-1-2 妊娠期から切れ目のない支援の充実 

○こども家庭センターや保健センター等の連携体制を活かし、地域において、妊娠期から子育て

期にわたって支援が途切れないように包括的に相談や支援を行う体制を充実します。 

○安心して妊娠・出産・育児に取り組めるよう、妊婦訪問や周産期地域連携等を推進します。 

○産前産後の訪問指導・健康相談、乳幼児健康診査等により、母子の健康支援を推進します。 

○妊娠・出産や子育てに係る経済的な負担・不安の軽減に向けた持続可能な支援に取り組みます。 

○こどもが幸せで健やかに成長できる環境づくりに向け、貧困・ヤングケアラー対策・虐待予防

を推進します。 

主な取組 

◆妊娠・出産支援               ◆切れ目ない相談支援体制の整備 

◆母子健康支援                ◆保育料の軽減・副食費無償・主食提供 

◆妊婦のための支援給付事業          ◆医療費助成 

◆妊産婦健康診査費助成            ◆あいのトキめき出生祝福事業 

◆不妊治療費助成事業             ◆おうちで子育て応援事業 

◆こども家庭センターの機能強化        ◆就学支援、就学費援助支給 

◆こどもの貧困対策とヤングケアラー対策の推進 ◆高校生世代新生活エール事業 

◆虐待予防の早期発見と連携強化          

■1-1-３ 結婚意欲の醸成と出会いの場の創出 

○若者が家族を築くことに前向きとなる意識啓発を進め、若者の出会いや交流の場の創出を推進

します。 

○婚活に係る情報発信や結婚支援など、結婚を応援する様々な取組を継続的に実施します。 

主な取組 

◆若者の出会い・交流機会の創出        ◆結婚相談応援 

◆結婚・出産・子育てに対する意識の向上・啓発 
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１-２ 教育・スポーツ・文化 

 施策の基本的な方向 

学校教育、家庭教育においては、知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成とともに、基礎

的知識及び技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成や、学びに向かう力、人間性の涵養

を重視します。 

生涯学習においては、誰もが生涯を通じて学び続けることができる環境づくりを進めます。 

性別に関係なく等しく輝ける社会、人権が尊重される社会の実現に向けて、人権啓発活動と男

女共同参画社会の推進を図ります。 

誰もが生涯を通じ、自分の能力や関心に応じてスポーツ・運動に親しむことができる環境づ

くりを進めます。 

郷土の文化や歴史に誇りを持ち、次世代へつないでいくため、その保存・継承に取り組みま

す。また、新しい地域文化の創出や郷土の文化や歴史に親しみやすい環境づくりを進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

学校に行くのが楽しいと

思う児童の割合 

（小学６年生） 

学校教育等を充実させ、学校に

行くのが楽しみな児童割合の増

加を図ります。 

時点 94.9％ 95％ 

学校に行くのが楽しいと

思う生徒の割合 

（中学３年生） 

学校教育等を充実させ、学校に

行くのが楽しみな生徒割合の増

加を図ります。 

時点 81.6％ 85％ 

図書館来館者数 

町民が学び続ける環境形成に努

め、利用者の維持・向上を図りま

す。 

年間 62,408人 62,000人 

町内体育施設利用者数 

町民のスポーツをする環境・機会

を充実させ、利用者の維持・向上

を図ります。 

年間 105,975人 106,000人 

不動堂周辺施設利用者数 

地域文化財を活用し、芸術文化

活動人口や交流人口の増加を図

ります。 

年間 20,050人 20,500人 
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 主な現状と課題 

■全てのこどもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた取組を推進していくことが求められています。 

 

■保小中一貫教育を導入するとともに、小中学校に町独自の教科「ふるさと科」を創設するなど

「ふるさとを愛し、地域の発展に貢献できるこども」の育成を図る必要があります。 

 

■学校でのＩＣＴの活用が浸透してきており、児童生徒の学習において生成ＡＩを活用した情報

活用能力の育成に取り組みながら、より一層の教育ＩＣＴ環境の充実に向け取り組んでいく必

要があります。 

 

■全ての町民が、生涯にわたって学びを続けることで、自己啓発や知的向上心の充足が得られ、

心豊かで潤いのある生活ができるよう、多様な学習ニーズに対応した学習機会の充実を図ると

ともに、学習成果を地域づくり等に活かす機会の創出や仕組みづくり、生涯学習の拠点施設で

ある図書館の充実や社会教育活動の発展を図る必要があります。 

 

■様々な人権問題に取り組むことにより、差別や偏見のない社会の実現を目指し、町民の人権意

識の高揚と各分野での環境整備を進めていく必要があります。 

 

■健康意識の高まりのもと、スポーツに対するニーズは多様化する一方、少子高齢化による活動

人口の減少に伴い、町民全体のスポーツ・関連活動の機会は減少傾向にあります。誰もがライ

フステージや興味、能力に応じて、スポーツ・運動に親しむことができる機会の充実と体制の

整備が必要です。 

 

■朝日町発祥のビーチボール競技をはじめとしたスポーツの普及・振興を図るとともに、町内外

への情報発信、都市間交流の推進などにより、スポーツを通じた交流人口・関係人口の拡大が

必要となっています。 

 

■指定文化財をはじめ、伝統芸能や祭り、風物詩等の地域の歴史的・文化的資源の保全・活用を

図り、歴史・文化を活かした地域づくりへと展開していくことが望まれます。 

 

■町民の文化活動の活性化に向けては、ふるさと美術館やまいぶんＫＡＮなどの不動堂周辺施設

について、「文化ゾーン」としての魅力向上や町内外へ情報発信を行うとともに、鑑賞や創作、

学習、地域文化の担い手育成等の取組を充実していく必要があります。  
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 主要施策 

 

■1-2-1 学校教育の充実  

○児童生徒の生きる力となる基礎的な知識・技術の習得と、確かな学力の向上に向けた取組を進

めます。 

○特別支援教育をはじめ、外国語教育、情報教育、環境教育等の充実を図ります。  

○校舎等の長寿命化、防犯設備やＩＣＴ環境の整備等を推進し、安全で良好な教育環境の充実を

図ります。 

○いじめや不登校の解決を支援する相談・指導体制の充実を図ります。 

○不登校になった場合でも、学びたいと思った時に個々のニーズに応じて安心して学ぶことがで

きる居場所づくりを推進します。 

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進を図り、「地域とともにある学校

づくり」を目指します。 

○地域学習等を通じて、こどもたちの地域に対する誇り・愛着を育むふるさと教育を推進します。 

○保小中の各段階での円滑な移行を図るとともに、朝日町の特色ある教育を推進していくため、

保小中の連携強化を図ります。 

 

主な取組 

◆小中学校の学習指導の充実 

◆学校施設環境の充実 

◆心の教育の推進 

◆学校と家庭・地域との連携の促進 

◆ふるさと教育と保小中連携等の推進 

◆デジタル技術を活用した学習支援 

 

 

■1-2-2 生涯学習の促進  

○図書館や美術館等の生涯学習拠点施設の充実、生涯学習団体の育成、関係機関と連携した交流・

体験活動の促進等により、生涯を通して学び続けることができる環境の形成を図ります。  

○町民が学んだことが地域のまちづくりに結びつくなど、学習の成果を地域社会に活かすことが

できる環境の整備を進めます。 

○性別、年齢、仕事、地域等において差別がなく、人として平等に尊厳を持って生きることので

きる社会の実現に向け、啓発活動などを通じて人権についての理解を深め、人権尊重の推進を

図ります。  

○男女共同参画の意識啓発を進め、ＤＶ被害の防止や家庭や地域における男女共同参画の推進を

図ります。 

 

主な取組 

◆生涯学習環境の充実 

◆学習成果の活用の促進 

◆人権尊重と男女共同参画の推進 
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■1-2-3 スポーツの推進 

○心身の健康の維持増進に向けて、誰もが気軽に親しむことができる健康スポーツの推進に努め、

参加機会や施設環境の充実を図ります。 

○こどもが外で遊ぶ機会の増加、食事や睡眠、運動等の生活習慣の育成、スポーツサークル等の

活動機会の充実を図ります。  

○競技スポーツにおける選手及び指導者の計画的な育成と活動支援を図ります。 

○スポーツをはじめとする各合宿やコンベンション、教育旅行による地域の魅力を伝える機会を

充実し、交流人口・関係人口の拡大を図ります。 

○朝日町発祥のビーチボール競技の普及・振興を図るとともに、スポーツを通じた交流人口・関

係人口の拡大、地域経済の活性化を図ります。 

 

主な取組 

◆健康スポーツの推進 

◆こどもの体力・運動能力の向上 

◆競技スポーツの推進 

◆ビーチボールの普及・振興 

◆スポーツを通じた関係人口の拡大 

 

 

■1-2-4 文化の振興 

○芸術文化等に触れ親しむ機会の充実と、地域に根ざした多彩な芸術文化活動を促進し、町民の

芸術文化活動への幅広い参加を促します。 

○地域の歴史や文化を伝える文化遺産の適切な調査・保全を進めます。 

○郷土を愛する心を育む学習資料や地域振興を図る資源として文化財の活用を進めます。 

 

主な取組 

◆芸術・文化活動への幅広い町民の参加 

◆歴史、文化財や伝統文化の保全・継承 
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第２章 健康寿命を延ばし、いきいきと暮らせる未来 【健康・福祉】 

 

2-1 健康           2-2 福祉          2-3 医療 

 

 

2-1 健康 

 施策の基本的な方向 

町民の健康に対する意識向上と自主的な健康づくり活動への支援を進め、健康寿命の延伸を

図ります。また、健康増進と疾病予防を図るため、食事や運動、睡眠等の生活習慣を改善する

ことを重視した一次予防の取組を推進します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

特定健診受診率 
健康増進と疾病予防の推進を図

ります。 
時点 46.3％ 60％ 

特定保健指導実施率 
健康増進と疾病予防の推進を図

ります。 
時点 52.6％ 70％ 

 

 

 主な現状と課題 

■食生活や運動習慣等を要因とする生活習慣病が増加しています。町民の誰もが健康でいきいき

とした人生を送れるよう、疾病の早期発見・早期治療と、生活習慣の改善による健康増進と疾

病予防（一次予防）の取組が重要であり、一人ひとりの主体的な健康づくりと、家庭・地域・

職場等の社会全体で健康を支える環境整備を進めていく必要があります。 

■朝日町における死因の第１位はがんであり、早期発見・早期治療のために、各種がん検診の受

診率の向上に努める必要があります。 

■近年、新たな感染症が発生・拡大する脅威が高まっていることから、平常時からの予防対策の

推進と危機管理体制の充実が求められています。 
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 主要施策 

 

■2-1-1 健康づくりの推進 

○健康づくりに関する広報・啓発、運動や食事等に関する健康事業の実施、各種健康診査の受診

促進と健診後の保健指導の実施等により、健康的な生活習慣への改善を促しながら、疾病の予

防、早期発見、早期治療とさらなる健康増進を図ります。 

○健康的な生活習慣を早期に身につけることができるよう、ライフステージに応じた健康づくり

及び地域での健康づくりの取組を推進します。 

○朝日町における死因の１位であるがんの早期発見・早期治療を図るため、各種がん検診の受診

を促進します。 

 

主な取組 

◆健康増進事業 

◆各種の健康診査・がん検診の強化 

◆人間ドック費用助成 

◆あさひ総合病院による健康講座事業 

 

 

■2-1-2 感染症予防の推進 

○予防接種法に基づき定期予防接種の接種勧奨を行うとともに、様々な感染症に関する情報提供

に取り組みます。 

○新たな感染症等の発生に備え、感染症に関する情報提供や感染症予防に関する正しい知識の普

及を図るほか、発生時においては、拡大防止対策を迅速に進めます。 

 

主な取組 

◆定期予防接種の推進 

◆任意予防接種の助成 

◆感染症に関する知識の普及・啓発 
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2-2 福祉 

 施策の基本的な方向 

高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で、可能な限り自立して暮らし続けられる地域社会

の実現を目指します。また、気づきと配慮、見守り、支え合いなどの気持ちの通った地域福祉

を進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

住民主体の通いの場＊に 

参加する高齢者の割合 

（＊介護予防ミニサロン、いきいき 

百歳体操、地域支え合い活動） 

住民主体の通いの場を充実さ

せ、介護予防の推進を図ります。 
時点 8.9％ 10％ 

要介護認定率 
健康増進や介護予防を推進し、

認定率の減少を図ります。 
時点 20.3％ 19％ 

福祉施設から一般就労へ

の移行 

障害のある人が望む就労の機会

や場の確保・提供を図ります。 
累計 3人 5人 

 

 

 主な現状と課題 

■心身の健康を保持し、健康寿命を延ばしていくうえで、自分らしく生きがいを持って生活をし

ていくことが重要であり、今後一層、高齢者の社会参加や健康、生きがいづくりに対する支援

が必要となっていきます。 

■高齢者のみの世帯や認知症高齢者の増加が予想され、高齢者が住み慣れた地域で健やかに暮ら

し続けることができるよう、在宅福祉サービスや介護保険サービスの充実を図るとともに、介

護、医療、生活支援等の高齢者を支える包括的な連携体制を強化していく必要があります。 

■自助・互助・共助の精神を基本として、高齢者や障害のある人及びその家族を支える地域福祉

活動の充実が求められています。また、ひきこもりや虐待といった社会的課題も大きくなって

おり、それらへの対応の点からも、地域社会での見守りや助け合い、支え合う地域づくりの推

進が重要となっています。 

■障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、多様な障害特性に応じて、生活の自立や就労・

社会参加に関する支援、家族の負担軽減に関する支援の充実が求められています。 

 

  



49 

 

 主要施策 

 

■2-2-1 高齢者福祉の充実 

○高齢者が健康でいきいきとした生活が送れるよう、早期からの健康保持・増進や介護予防の推

進、社会参加の機会の充実を図ります。 

○高齢者が住み慣れた地域・家庭で生活を維持するための介護保険・在宅福祉サービス提供基盤

の整備、高齢者を支える家族に対する支援策の充実を図ります。 

 

主な取組 

◆介護サービスの推進 

◆地域包括ケアの推進 

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 

 

■2-2-2 地域共生社会の実現 

○町民の福祉意識の向上を図りながら、「自助・互助・共助・公助」が機能する地域福祉の推進体

制の充実を図り、地域福祉を担う人材の発掘・育成と活動しやすい環境整備を進めます。  

○誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域住民等で構成するケアネットチームが見

守りや声かけ等の様々な支援を提供する「ケアネット活動」の促進や相談、適切な支援が行え

る体制の整備を図ります。 

 

主な取組 

◆多様な担い手づくり、仕組みづくり 

◆ケアネット活動の促進 

 

 

■2-2-3 障害者（児）福祉の推進 

○障害のある人が日常生活やライフステージの全てにおいて、住み慣れた家や地域のなかで安心

して生活できるよう、個々の障害特性や環境に応じた障害福祉サービスの充実を図ります。 

○障害のある人が望む地域生活の支援や社会参加、社会的な自立を促すため、就労の機会と場の

確保や提供、拡大を図ります。 

 

主な取組 

◆障害のある人の自立と社会参加の促進 

◆障害者（児）福祉サービスの充実 
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2-3 医療 

 施策の基本的な方向 

地域の医療ニーズに対応していくため、あさひ総合病院が地域医療の中核としての機能を発

揮していきます。医療と保健・福祉との連携強化を図り、切れ目のない医療・介護が受けられ

る環境づくりを進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

修学資金貸与者 

（医学生・看護学生・薬学生） 

各種就学資金貸与制度を活用

し、必要な医療人材確保を図りま

す。 

累計 43人 75人 

医業収支比率 

合理的かつ効率的な病院運営に

努め、健全で自立した経営を目

指します。 

時点 83.1％ 84％ 

 

 

 主な現状と課題 

■あさひ総合病院は、国が掲げる地域医療構想に伴い、令和元年度に機能の分化・連携強化を進

め、病棟再編を行いました。病棟数は４病棟から２病棟に集約し、病床数を 199 床から 109 床

としました。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的に朝日町在宅介護支援セン

ターを６階に移設し、医療と介護の連携により急性期から在宅まで、地域の医療と介護を支え

る「高齢者医療の先進モデル」となる病院を目指しています。 

■国が検討を進める新たな地域医療構想を踏まえ、地域の実情に応じた役割・機能の明確化・最

適化と医療機関連携の強化を進め、多様な医療ニーズに対応していく必要があります。 

■医師・看護師・薬剤師等の必要な医療人材を確保しながら持続可能な医療提供を行っていくう

えで、病院経営の健全化は大きな課題となっています。 

■新たな感染症への対応など、自治体病院として医療提供体制の整備とともに地域に親しまれ、

信頼される病院づくりが求められています。 
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 主要施策 

 

■2-3-１ あさひ総合病院の機能・連携強化 

○地域における基幹病院として、急性期から回復期医療、在宅までの必要な医療・介護を確保し、

高齢化が進むなかで多様な医療ニーズに対応しつつ、医療・介護・保健・福祉と連携した包括

的な地域医療を切れ目なく提供できるよう、機能の充実を図ります。 

○医療ニーズの多様化や新たな感染症への対応など、長期的な視点を持って、施設・設備の長寿

命化や更新等を図るとともに、デジタル化への対応を推進します。 

 

主な取組 

◆地域の医療機関及び高次医療機関との連携強化 

◆救急医療体制の確保 

◆「高齢者医療の先進モデル病院」を目指した取組の推進 

◆医療機器の計画的な整備 

◆デジタル化の推進 

 

 

■2-3-２ 医療人材の確保 

○町民が安心して必要な医療サービスを受けることができるよう、あさひ総合病院における医

師・看護師・薬剤師等の医療人材の確保を進めます。 

○大学病院との寄附講座の開設や各種修学資金貸与制度の活用、認定看護師や特定行為看護師の

育成を進めます。 

 

主な取組 

◆寄附講座開設 

◆必要な医師・看護師・薬剤師等の確保 

◆専門技術向上支援 

 

 

■2-3-３ 経営改善への取組 

○合理的かつ効率的な病院運営に努め、健全で自立した経営基盤となるよう経営改善に取り組み

ます。 

 

主な取組 

◆経営改善検討委員会の開催や経営コンサルと連携した経営改善の推進 
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第３章 多彩な資源を活力にした魅力あふれる未来 【産業・観光】 

３-１農林水産業      ３-２企業立地       ３-３商工業     ３-4観光 

 

 

3-1 農林水産業 

 施策の基本的な方向 

農林水産業における経営体の強化、担い手の育成、地消地産（地産地消）の推進などにより、

収益力を高め、所得の向上や雇用創出など就業の場として魅力を高めていくとともに、食の新

たな魅力づくりなど、６次産業化支援を推進し、活力ある農林水産業・農山漁村の振興を図り

ます。 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

担い手への集積農地面積 

農地の集積による経営基盤を強

化し、耕作放棄地の解消を図り

ます。 

累計 1,183ha 1,190ha 

農業研修生受入数 

（うち、朝日町への就農者数） 

あさひ農学舎を活用し、朝日町

の新規就農につなげます。 
累計 

11人 

（4人） 

22人 

（８人） 

森林整備（間伐）面積 
適切な間伐を行い、森林の適正

管理を図ります。 
累計 25.0ha 41.6ha 

漁協正組合員数 
正組合員維持増加に努め、漁業の

活性化、持続的発展を図ります。 
累計 122人 130人 

 

 主な現状と課題 

■地球温暖化が進むなか、需要に応じた高品質な米づくりや高収益作物の作付による収益性の向

上、スマート農業技術活用による高品質な農産物生産や作業の省力化等による経営基盤の安

定・強化、担い手の育成・確保、良好な農業生産基盤整備等の施策を推進する必要があります。 

■農業水産物の付加価値を高める６次産業化の支援や商工業者等との連携、地消地産（地産地消）

等の推進による消費拡大に積極的に取り組み、農林漁業の持続的発展を図っていく必要があり

ます。 

■森林環境譲与税の活用、また、「森林経営管理制度」により私有林人工林の森林集約化等を行

い、作業効率の向上を図ることにより森林整備の推進・保全管理等に努める必要があります。 

■漁業人材を確保するため、若者にとって魅力ある漁業環境の整備と支援が急務となっています。 
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 主要施策 

■3-1-1 農業経営基盤の強化と担い手の確保・育成 

○集落営農組織の合併・再編や担い手農家の法人化を進め、経営の規模拡大や複合化、農地の集

積集約化を支援し、営農体制の強化を図ります。 

○地域の実情に応じた多様な担い手による地域営農体制の構築を図ります。 

○農業の後継者対策として、担い手の確保・育成を推進します。 

○耕畜連携など地域と調和した畜産経営の推進と畜産生産基盤の強化を支援します。 

○学校給食等への地場農産品の供給や直売機会の確保・拡大等により、地域農業者を応援すると

ともに、地元の新鮮で安全な農産品の地元での消費拡大を図ります。 

○家庭や学校等での食育を推進し、地域の農林漁業に対する理解・関心を深めます。 

主な取組 

◆経営法人化の推進              ◆耕畜連携の推進 

◆集落営農組織の合併・再編や連携、      ◆地域と調和した畜産経営の推進 

経営の複合化の推進             ◆６次産業化、農商工連携の推進 

◆農地の集積集約化の促進           ◆学校給食等への地元農産品の利用推進 

◆認定農業者の育成、生産技術指導体制の充実  ◆地場産品のブランド化の推進 

◆新規就農者の確保・育成           ◆販路拡大の推進 

◆スマート農業技術の活用促進 

 

■3-1-2 林業の持続的発展 

○間伐等による森林整備の推進・保全に取り組みます。 

○間伐の適時実施等による地場産材の高品質化等を図り、公共施設や住宅への地場産木材への利

用拡大を推進します。 

主な取組 

◆林業の担い手確保・育成 

◆地場産木材の高品質化と利用促進 

◆適正な森林整備 

 

■3-1-3 漁業の持続的発展 

○藻場回復をはじめとした漁場環境整備とともに資源管理の高度化を図ります。 

○新規就業者の確保と育成を支援します。 

○種苗の放流を行い、育てる漁業を推進します。 

主な取組 

◆海底耕耘等による漁場環境の整備 

◆新規漁業就業者支援事業による担い手確保・育成 

◆漁獲向上支援事業 

◆稚魚、稚貝の放流 
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3-2 企業立地 

 施策の基本的な方向 

地域経済の活性化を目指すとともに、若者を中心とした勤労世代の流出抑制と定住人口の増

加を図るため、企業誘致のためのＰＲ活動及び魅力ある立地環境の整備を積極的に進め、地域

の豊富な水資源や土地資源を活かした企業立地を促進します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

新規企業立地件数 
企業誘致に努め、雇用の創出・地

域経済の活性化を図ります。 
累計 4件 ５件 

 

 

 主な現状と課題 

■全国的に生産年齢人口の減少が進むなかで、朝日町における事業所数・従業者数は、ともに減

少傾向にあり、地域の雇用とそれを支える産業の縮小が進んでいることがうかがえます。この

ことを踏まえ、ＵＩＪターンを含む、特に若者の雇用を創出し、地域経済の活性化、域内経済

循環を図るため、企業誘致を積極的に推進していく必要があります。 
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 主要施策 

 

■3-2-1 企業誘致体制の強化 

○企業誘致を強化するため、企業からの相談、交渉、各種手続等にワンストップで対応します。 

○富山県の企業立地推進体制と緊密な連携を図りながら、国内のみならず海外市場も視野に入れ

た情報収集と誘致活動を展開し、あわせて財政支援の強化を図ります。 

 

主な取組 

◆誘致活動の強化 

◆既立地企業へのフォローアップ活動 

◆財政支援の拡充 

 

 

■3-2-2 誘致用用地の整備 

○製造業のみならず、あらゆる業種の企業誘致を展開していくための良好な誘致用用地の整備を

進めます。 

 

主な取組 

◆誘致用用地の確保 
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3-3 商工業 

 施策の基本的な方向 

既存企業への支援など、地域と企業の連携を促進し、工業分野の活性化を推進します。起業

しやすい環境づくり・支援策の構築を進め、地域に根ざした商業・サービス業の活性化を推進

し、地域の活力を支える商工業の振興を図ります。また、若者や高齢者、働きたい女性等の雇

用促進や勤労者の福祉増進など雇用環境の充実を図ります。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

新規雇用者数 
雇用支援により、町内企業・事業

所の雇用確保を図ります。 
年間 20人 30人 

起業・開店数 
新規起業支援を継続的に行い、

地域の賑わい創出を図ります。 
累計 23件 40件 

 

 

 主な現状と課題 

■町内に立地する企業のほとんどは中小・零細企業であり、人材の確保・育成、生産性の向上な

ど、多くの課題を抱えています。 

■経営者の高齢化や後継者不足により廃業を選択する事業者もみられるなど、事業承継が効果的

に進んでいるとはいえない状況があります。事業承継には、経営を取り巻く環境や経営者等の

意識を含め様々なハードルが顕在化しており、県や新世紀産業機構が取り組むネットワーク事

業に参画するなど、朝日町にフィットした取組を検討していく必要があります。 

■勤労世代の流出の抑制と流入の促進を図るための地場企業の競争力の強化と雇用機会を創出

する企業誘致が、商工業の活性化に連動するものと考えられます。 

■１次・２次・３次産業の組み合わせによる産業活動の展開、地域課題の解決に向けたコミュニ

ティビジネスの展開、地産地消の多様な分野での展開など、新たな雇用創出の取組を、官民連

携のもと積極的に進めていくことが求められます。 
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 主要施策 

 

■3-3-1 既存企業・事業所の支援・育成、若者の雇用機会の創出 

○既存の中小企業・事業所に対し、経営の安定、経営体質の強化、人材の育成、雇用の拡大等に

係る支援の充実を図ります。 

○朝日町で働くことの魅力やメリットをアピールし、若者のＵＩＪターンの促進を図ります。 

主な取組 

◆人材の確保、雇用拡大の支援 

◆移住希望者への仕事・暮らし情報の提供と相談支援 

◆ＵＩＪターン若者就職支援 

◆中小企業におけるデジタルの促進 

 

 

■3-3-2 事業承継の促進・支援 

○中小企業が持つ貴重な技術・ノウハウを次世代に引き継ぐ担い手の確保や、時代のニーズに対

応できるよう事業転換を支援することにより、事業承継を促進します。 

主な取組 

◆事業承継に関する相談、情報提供 

◆人材のマッチング支援 

 

 

■3-3-3 起業の促進・支援 

○地域の賑わいの創出につながる起業や店舗開設等の取組を促進するため、支援制度の充実を図

ります。 

主な取組 

◆起業人材の育成、情報提供 

◆起業支援の充実 

 

 

■3-3-4 賑わいの創出と商業機能の維持・向上 

○毎年開催のあさひまつりや、五差路周辺複合施設でのマルシェ等のイベントにより、小売・飲

食店等事業者の出店意欲の向上や既存店舗への誘客を図ることで朝日町に賑わいを創出し、商

業機能の維持・向上を図ります。 

○地域における買い物の利便性を向上させるとともに、地域通貨などデジタルを活用したまちづ

くりと連携した町内経済循環・商業機能の向上を図ります。 

主な取組 

◆五差路周辺複合施設を核とした交流活動の促進 

◆地域通貨などデジタルを活用したまちづくり 
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3-4 観光 

 施策の基本的な方向 

朝日町の優れた自然や歴史文化、食材等の地域資源の整理・発掘を進め、観光ニーズに即し

た資源の魅力向上を図り、観光の競争力を高めます。また、訪日外国人を含む交流人口・関係

人口の拡大を、入込数の増加にこだわらず朝日町の経済活性化に結び付けていくため、新川地

域や県外の近隣市町村等との観光連携強化を図り、広域展開のなかで観光事業を積極的に推進

していきます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

観光入込客数 
観光資源の磨き上げにより、観

光誘客を促進します。 
年間 51.6万人 60万人 

ふるさと納税寄附額 

交流人口・関係人口につなげる

とともに、外貨獲得・地域経済の

活性化を図ります。 

年間 8,174万円 9,000万円 

 

 

 主な現状と課題 

■あさひ舟川「春の四重奏」やヒスイテラス等の観光資源の整備が進められ、全国から観光客を

呼び込んでいます。今後は、さらなる認知度の向上による交流人口・関係人口の増加を図りつ

つ、経済循環を軸足に置き、観光が地域経済を活性化させる柱となるよう、観光の産業化を目

指した総合的な振興策を展開していく必要があります。 

■首都圏からの観光客や外国人観光客の流れを朝日町に呼び込んでいくため、朝日町を含めた広

域観光周遊ルートに対応する広域連携体制への参画と、ニーズに応じた観光資源の発掘、地域

特性を活かした魅力的な観光素材の整備、それらの情報発信・プロモーション等を進めていく

必要があります。 
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 主要施策 

 

■3-4-1 観光素材・観光拠点の魅力向上 

○朝日町での滞在時間を大幅に増やし、地域経済の活性化に結びつく一体的な施策を展開するこ

とで、さらなる地域の多彩な資源を活かした観光素材の発掘と魅力づくりを進めます。 

○朝日町を代表する観光集客拠点である舟川桜並木周辺及びヒスイ海岸周辺の整備・充実を図り

ます。 

○朝日町の集客拠点や他の主要観光資源について、地域住民と協働でイメージアップのための修

景整備を進めます。 

主な取組 

◆舟川桜並木周辺活性化事業           ◆デジタルを活用した観光産業の推進 

◆ヒスイ海岸周辺整備事業           ◆地域資源の発掘と活用、魅力向上 

◆観光を通じた関係人口の拡大 

 

■3-4-2 情報発信・プロモーションの強化 

○各種パンフレット、朝日町ホームページ、ＳＮＳ、公共エリアでの広告掲出など、広報媒体を

効果的に活用し、国内外に向けた情報発信・プロモーションを強化します。 

○海外での誘致プロモーション事業や海外からの招聘事業を強化します。 

主な取組 

◆国内外プロモーションの強化 

◆出向宣伝活動の実施 

◆インバウンド推進事業 

 

■3-4-3 広域連携観光事業の推進 

○北アルプス日本海広域観光連携会議、富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会と連携し、

観光客のニーズに対応する広域での誘致活動、観光商品の開発を推進します。 

主な取組 

◆富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会との連携強化 

◆北アルプス日本海広域観光連携会議との連携強化 

 

■3-4-４ ふるさと納税の拡充 

 ○朝日町との継続的なつながりや地元産品のＰＲを推進するため、ふるさと納税の拡充を図りま

す。 

主な取組 

◆ふるさと納税の効果的なＰＲの推進      ◆ふるさと納税推進体制の充実 

◆返礼品の充実    
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第４章 愛され、選ばれ、人々が集う未来 【定住】 

 

   ４-１ 移住・定住      ４-２ 地域コミュニティ 

 

 

４-１ 移住・定住 

 施策の基本的な方向 

雇用や住宅の確保、子育て支援策の充実など、特に若者や子育て世代を対象とした様々な移

住・定住対策の推進を図り、若者や子育て世代が移り住みたくなる地域づくりを進めます。多

様な移住ニーズの受け皿として、空き家の活用を推進するとともに、移住・定住に関する総合

的な情報提供・窓口対応の充実、地域での受入体制の整備を進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

空き家マッチング件数 
空き家を利活用し、移住・定住を

促進します。 
累計 239件 330件 

住宅取得促進補助件数 

安心して朝日町に住めるよう、住

宅購入者等への経済的支援の充

実を図ります。 

累計 76件 190件 

 

 主な現状と課題 

■人口定着の基盤づくりとして、朝日町ではこれまで分譲地の整備や定住サポート事業、雇用創

出奨励金制度等のＵＩＪターンや定住を促進するための制度、子ども医療費助成や多子世帯保

育料軽減等の子育て世帯の経済的支援策の展開を図ってきました。また、空き家・空き地を地

域資源と捉え、移住希望者等の住まいや、コワーキングスペースやサテライトオフィス等とし

て、空き家・空き地バンク制度を創設しています。今後、このマッチング率の高さを活かし、

利活用を進めることが重要となっています。 

■全国の移住検討者に向けて、これら支援策のＰＲ、住宅物件や就業・起業の情報提供、生活相

談等を行っていくための総合的かつ戦略的な情報発信が必要です。あわせて、移住者と地域と

が互いに理解を深める交流機会を設けるなど、地域における受入体制の整備も重要となってい

ます。 

■地元の学生が進学や就職で一旦地域を離れても、いつか戻ってきたいと思える関係性、地元へ

の愛着を築く必要があります。 
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 主要施策 

 

■４-１-1 総合的な案内・相談、支援の体制の充実 

○相談窓口をワンストップ化し、移住検討者・希望者へ丁寧な支援を総合的に行います。 

○移住者目線での魅力の発掘に努め、ＳＮＳを活用した情報発信を強化します。 

主な取組 

◆情報発信の強化、朝日町の魅力ＰＲ      ◆相談機能の強化 

 

■４-１-2 空き家・空き地利活用の促進 

○移住定住拠点施設（こすぎ家）を中心とした空き家・空き地情報の収集や所有者の意向把握等

を行い、登録物件と移住希望者等とのマッチングを進めます。 

○空き家・空き地を地域資源と捉え、移住希望者等の住まいやコワーキングスペース、サテライ

トオフィス等として利活用を進めます。 

主な取組 

◆空き家の実態調査              ◆ニーズに応じた空き家の活用整備 

◆空き家利活用のための支援の充実 

 

■４-１-3 移住・定住の受入体制の充実 

○地域等と多様な形で関わりを持つ交流人口・関係人口の創出や、地域おこし協力隊、地域活性化

起業人の受入など、地域力の維持・強化につなげるとともに、地域への定住・定着を図ります。 

○移住体験ツアーの開催・受入を行うとともに移住体験施設の整備やコワーキングスペースの整

備検討を図ります。 

○地方への移住を検討している方を対象とした雇用創出や就労支援の取組を推進します。  

○朝日町の豊かな自然環境の中で空き家等の地域資源を活かした「二地域居住」を推進します。 

主な取組 

◆お試し移住体験の推進             

◆移住体験施設やコワーキングスペース等の整備 

◆移住検討者を対象とした雇用創出や就労支援の推進 

◆二地域居住の推進 

 

■４-１-4 移住・定住に係る経済的支援の充実 

○住宅取得、リフォーム、家賃への補助など移住定住に関する経済的支援の充実を図ります。 

主な取組 

◆住宅購入者等への支援 

◆賃貸住宅供給者への支援 

◆既存住宅への支援 
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４-２ 地域コミュニティ 

 施策の基本的な方向 

少子高齢化の進行に伴い、地域コミュニティの希薄化や単身世帯の増加、過疎化等が進むな

か、地域での人々のつながりを大切にしながら、地域コミュニティの組織・活動の充実を図り、

地域の活性化や暮らしの安心感を高める地域づくりを進めます。 

 

 

 主な現状と課題 

■平成 17年以降、町内の全地区において、町内会、社会福祉協議会、各種団体による「自治振興

会」が設立され、スポーツ大会や文化祭の開催、地域芸能の伝承や防災・防犯の意識啓発など、

町民が主体となって地域内の交流促進や地域課題への取組が進められてきました。 

■近年、少子高齢化による人口構造の変化、働き方や価値観の多様化、コミュニティ活動の停滞

や無関心層の増加に伴い、地域のつながりや連帯感の希薄化が問題となっています。今後、地

域における犯罪防止や災害発生時の対応など、いざという時にお互いに助け合える関係を構築

していくためにも、地域内で顔の見える関係をつくり、絆を深めていく必要があります。 

■役員のなり手不足や親睦・交流機会の減少など、町内会及び自治振興会の運営には多くの課題

があることから、今後の地域コミュニティのあり方を検討していく必要があります。 
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 主要施策 

 

■４-２-1 コミュニティ活動の活性化 

○町民による地域内の交流や地域課題への取組を促進するため、財政面・人材面での支援の充実、

地域リーダー人材の育成を図ります。 

○時代背景に合わせた課題を把握し、今後の地域コミュニティのあり方を検討します。 

○自治振興会活動をはじめ、福祉活動や生涯学習活動等にも活用される地域コミュニティ活動の

中核施設となる地域振興施設の整備、地域住民による運営を支援します。 

 

主な取組 

◆集い・ふれあい事業の充実、多世代交流の推進 

◆自治振興会活動の促進 

◆コミュニティ人材の育成 

◆協働まちづくり体制の整備 

◆生活・福祉サービス機能の確保、集い・ふれあい事業の充実 
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第５章 生命と財産を守り、安心して暮らせる未来 【安全・安心】 

 

５-1 防災   ５-2 消防・救急   ５-3 防犯・交通安全   ５-4 鳥獣被害対策 

 

 

５-1 防災 

 施策の基本的な方向 

行政による防災施設の整備、感染防止対策、より主体的な自主防災組織の活動、これらを踏

まえた地域での防災訓練や要援護者支援体制づくり、家庭での住宅の耐震化や非常用備蓄など、

それぞれの立場での災害に対する備えを進め、各主体の連携に基づく防災体制の強化を図り、

平時から「自助」「共助」に取り組み、災害に強いまちづくりを推進します。 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

アレルギー等事前情報登

録率 

マイナンバーカードを活用した指

定避難所での受入体制の整備に

努め、円滑な避難所運営を図り

ます。 

時点 63.9％ 80％ 

防災士資格取得者数 
防災士資格取得者の増加に努

め、地域防災力向上を図ります。 
累計 43人 55人 

緊急情報メールの登録者

数及び朝日町防災情報ア

プリ登録者数 

メール・アプリ登録者の増加に努

め、防災情報の発信体制強化を

図ります。 

累計 1,440人 1,600人 

 

 主な現状と課題 

■朝日町は、自然条件や地勢から、土砂崩れや高波などの多くの災害に見舞われてきた歴史があ

り、これらの災害に対応するため、治山治水事業、護岸整備事業、防災行政無線施設の整備等

が進められてきました。 

■近年多発する局所的集中豪雨への対応や津波等の新たな被害想定への対応に加え、令和６年能

登半島地震での対応も踏まえ、防災拠点・避難施設の充実、防災訓練・教育の充実、防災情報

の発信体制強化など、総合的に防災対策を進めていく必要があります。また、災害発生時にお

ける避難所等での感染防止対策を講じることも不可欠です。 

■現在の自然災害に対する防災体制に加えて、テロや感染症への対応も含めた総合的な危機管理

体制を強化していく必要があります。  
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 主要施策 

 

■５-1-1 防災拠点の機能強化と防災設備の充実 

○指定避難所をはじめとした主要公共施設の防災機能の強化、マイナンバーカードを活用した指

定避難所での受入体制の整備などの防災ＤＸの取組により、適時・迅速な避難所運営を図ると

ともに、防災行政無線、避難施設、防災資機材等の防災設備の充実を図ります。  

○耐震性が不足した住宅等の耐震改修を促進します。 

主な取組 

◆避難経路・避難場所の整備、周知     

◆防災資機材の整備 

◆安全な住まいづくりに関する啓発と支援 

 

■５-1-2 防災体制の強化、防災教育・訓練の充実、防災情報の発信体制強化 

○国・県等の関係機関、他地域、民間企業及び団体との緊密な連携による総合的な危機管理・防

災体制の充実を図ります。  

○地域の防災活動を担う人材の確保・育成を進めるとともに、地域の実情に応じた実践的な避難

訓練、防災知識の広報・啓発等を通じて、自主防災組織の自立・強化を図ります。 

○学校や地域での防災教育を進め、防災意識の高揚を図ります。  

○避難場所、避難経路、危険箇所等の防災関連情報を分かりやすく周知するとともに、災害時の

情報の収集・発信の体制強化を図ります。 

主な取組 

◆防災知識の普及・啓発     

◆実践的な防災訓練の実施 

◆災害時活動の強化 

◆災害情報の充実、発信の体制強化 

◆平常時活動の充実 

◆家庭内防災備蓄の推進     

◆リーダー人材の育成 

 

■５-1-3 治山治水対策の推進 

○急傾斜地崩壊防止、地すべり防止、海岸保全、森林防災機能確保等の治山治水対策を推進しま

す。 

○局地的な集中豪雨に対する浸水対策を推進します。 

主な取組 

◆急傾斜地崩壊防止対策    

◆河川整備    

◆海岸保全対策    

◆森林整備の拡大 
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５-2 消防・救急 

 施策の基本的な方向 

新川地域での広域体制のもと、町民に支えられた「地域力」を結集し、消防団と一体となっ

た防火・防災活動を推進します。また、あらゆる災害に迅速的確に対応する消防・防災・救急

体制を確保し、誰もが安心して暮らせる朝日町を目指します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

防火水槽数 
災害に迅速に対応できるよう計

画的な整備を進めます。 
累計 85基 90基 

消防団員充足率 
消防団員の確保に努め、地域防

災力向上を図ります。 
時点 90％ 93％ 

救急講習受講者数 
救急講習受講者の増加に努め、

救命率の向上を図ります。 
累計 － 1,000人 

 

 

 主な現状と課題 

■平成 25 年３月に１市２町による新川地域消防組合（１本部４消防署）の広域化が図られ、消

防力の強化、行財政運営の効率化と体制の基盤強化が進められてきました。今後も、出動及び

現場体制の充実強化を図り、質の高い消防サービスの提供が求められます。 

■令和６年４月に消防団再編により自治振興会単位で連携した５つの分団と女性分団を合わせ

た６分団体制となっています。今後とも、地域防災の中核的存在である消防団の機能を発揮す

るため、消防団車庫等の防災拠点施設及び消防団装備品、消防水利施設の整備に努めるととも

に、消防団員の確保・育成などの取組が重要となっています。 

■町民に対して、救急講習の受講を普及啓発し、心肺停止傷病者への応急手当実施率の向上を図

るとともに、救急救命士の処置範囲の拡大をはじめとする救急業務の高度化への対応等を着実

に推進する必要があります。 
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 主要施策 

 

■５-2-1 火災予防の推進 

○火災の防止及び被害の軽減に向けた意識啓発、火災予防の取組を進めます。 

 

主な取組 

◆防火意識の啓発 

◆住宅用火災警報器の普及 

 

 

■５-2-2 消防力の強化及び地域消防体制の充実 

○広域的連携のもと、新川地域消防組合における消防・救急体制の充実を図ります。 

○消防力の強化を図るため、防災拠点施設である消防団車庫、資機材を整備します。  

○災害に迅速に対応するため、消防団車両や装備、防火水槽等の計画的な整備を進めます。 

○地域防災の中核を担う消防団員の確保と消防団装備品の充実強化を図ります。 

○自主防災組織との連携を強化し、地域の災害対応力のさらなる向上を図ります。 

 

主な取組 

◆常備消防の充実 

◆消防団車庫、資機材の整備 

◆防火水槽の整備 

◆消防団車両、装備等の充実強化 

◆消防団員の確保 

 

 

■５-2-3 救急救命体制の充実 

○救急救命士の養成や救急資機材の整備による救急技術の高度化・専門化への対応等を着実に推

進します。 

○町民の応急救護技術の普及啓発を進めるため、定期的な講習の受講を呼びかけます。 

 

主な取組 

◆応急手当の知識・技術の普及 

◆救急体制の充実 

 

 

■５-2-4 マイナ救急の運用  

○日頃から町民へのマイナンバーカードの携行を啓発するとともに、円滑な応急処置や適切な病

院選定に役立つマイナ救急への理解、協力を呼びかけます。 
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５-3 防犯・交通安全 

 施策の基本的な方向 

犯罪のない安全な地域を築いていくため、町民、警察、行政などが連携・協力しながら、声

かけ運動やパトロール活動など、地域での自主防犯活動を進めていきます。また、交通事故か

ら命を守るため、意識啓発、施設整備などの交通安全対策の充実を図ります。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

防犯カメラ設置数 

地域の防犯意識の向上、自主的

な防犯活動を促進し、防犯対策

を強化します。 

累計 13台 18台 

 

 

 主な現状と課題 

■刑法犯罪件数は、県平均を下回り、減少傾向にあるなど、良好な治安が維持されています。安

全な地域づくりに対する町民の意識・ニーズは高く、これまでに町民や学校、事業所等による

地域ぐるみの防犯活動の取組や防犯灯の整備等が図られてきました。引き続き、防犯意識の向

上や地域での防犯活動の促進に努めていく必要があります。 

■朝日町の人身交通事故発生件数では、特に目立った増加傾向などはみられず、県平均と比べて

も低い水準で推移しています。引き続き、国・県・町・関係機関・団体等が一体となって、総

合的な交通安全対策に取り組んでいく必要があります。 

■全国的に、特殊詐欺などの認知件数・被害額が新型コロナウイルス感染症収束後から増加傾向

にあり、さらに犯罪が多様化・複雑化しています。また、こどもや高齢者など社会的弱者を狙

った不審者や犯罪は、依然として高い水準で被害が発生していることから、町民一人ひとりの

防犯意識の高揚と主体的な取組による未然・拡大防止を図っていく必要があります。 
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 主要施策 

 

■５-3-1 防犯対策の強化 

○防犯カメラや防犯灯等の防犯設備の整備を進めるとともに、地域での防犯意識の向上や自主的 

な防犯活動を促進します。 

 

主な取組 

◆地域自主防犯活動の充実 

◆防犯カメラ、防犯灯の整備 

◆詐欺等注意喚起と情報提供 

 

 

■５-3-2 交通安全対策の充実 

○カーブミラー、防護柵、区画線等の交通安全施設の整備、交通安全教育の実施により、交通安

全対策の充実を図ります。 

 

主な取組 

◆交通安全教育、広報・啓発 

◆交通安全施設整備、交通危険箇所改善 

 

 

■５-3-3 消費者行政の充実 

○関係機関と連携し、消費者の安全確保や被害救済のための迅速な情報提供や消費者教育の実施

等を図ります。 

 

主な取組 

◆消費者教育、広報啓発 

◆相談体制の強化 
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５-4 鳥獣被害対策 

 施策の基本的な方向 

地域住民と関係機関の連携体制のもと、野生生物による農作物被害、人身被害の防止・軽減

を図ります。また、野生生物の生息域の保全管理や個体数の調整等を図り、人と野生生物の共

生・共存を目指します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

耐雪型侵入防止柵の設置

距離 

計画的に侵入防止柵を設置し、

農作物・人的被害防止を図りま

す。 

累計 25,792m 30,000m 

鳥獣被害対策講習会開催

回数 

鳥獣被害に対する自主防衛の意

識啓発を図ります。 
年間 1回 10回 

 

 

 主な現状と課題 

■集落地人口の減少や里山環境の変化から、中山間地を中心にツキノワグマ、ニホンザル、イノ

シシ、ニホンジカなどの野生生物や、平地においてはハクビシンやタヌキ・アナグマなどの小

動物による農林作物被害が増えており、場所によっては町民の身体、生命に被害が生じる恐れ

もあり、人身事故への安全対策と農林作物への被害の防止対策が大きな課題となっています。 

■町民の様々な協力により、早い段階から電気柵の設置や耐雪型侵入防止柵への切り替えなどの

整備を積極的に行ってきましたが、町民の高齢化などにより、管理に支障をきたしつつありま

す。 

■野生生物の生態に関する理解と適切な保護管理を進めながら、新技術を活用した効果的な被害

対策の検討など、防除を強化していくことが求められています。 
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 主要施策 

 

■５-4-1 対策体制の強化 

○自主防衛の意識啓発を図るとともに、鳥獣被害対策実施隊の育成と有害鳥獣対策協議会等によ

る体制強化を図ります。 

 

主な取組 

◆朝日町有害鳥獣対策協議会の運営 

◆鳥獣被害対策実施隊の育成 

◆地区講習会の開催による自主防衛意識の啓発 

 

 

■５-4-2 防除施設の整備・管理 

○農作物被害、人的被害を防ぐため、主要区域への侵入防止柵の設置、緩衝帯の整備を進めます。 

 

主な取組 

◆侵入防止柵の整備、緩衝帯の整備 

◆侵入防止柵の維持管理支援 

◆小河川、谷筋、林道等の侵入防止対策に係る新技術の検証 

 

 

■５-4-3 野生生物との共生 

○野生生物との共生に留意し、里山整備・生息区域保全の取組を進めるとともに、随時、鳥獣の

捕獲による個体数管理の取組を進めます。 

 

主な取組 

◆里山再生整備による生息環境管理等 

◆加害個体の捕獲 
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第６章 次世代へつなぐ資源循環型の未来 【環境】 

 

６-1 環境衛生       ６-2 再生可能エネルギー・脱炭素社会 

 

 

６-1 環境衛生 

 施策の基本的な方向 

地球環境への影響を最小限に抑える循環型社会の構築に向けて、町民・事業者・行政の協働

体制のもと、ごみの減量化や再資源化、廃棄物の適正処理、公害防止などを進めます。また、

地域や各種団体による清掃活動や環境美化活動を促進し、清潔で快適なまちづくりを進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R６） 

前期計画目標値 

（R12） 

1人1日当たりごみ排出量 
ごみの減量化と適正処理を推進

します。 
年間 978g/人・日 920g/人・日 

資源化率（リサイクル率） 
ごみのリサイクルと適正処理を

推進します。 
年間 1月頃確定 17％ 

 

 

 主な現状と課題 

■朝日町における町民１人当たりのごみの排出量は、県平均より低水準となっています。今後も

さらなる減量化・資源化の推進や良好な生活環境の維持を図っていく必要がありますが、高齢

者のみの世帯など、資源物を運搬することが困難な世帯の増加により、リサイクル率が減少し

ていくことが懸念されます。 

■人口減少と高齢化の進展、単身世帯の増加に伴い、単身高齢者等の施設入居や転居・転出・死

亡を要因とした、老朽危険家屋が増加しており、地域の住環境や防災の観点から、その適切な

管理と活用が課題となっています。 
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 主要施策 

 

■６-1-1 ごみの減量化・資源化の推進 

○３Ｒ運動の推進による、ごみの減量化・資源化を促進し、特に家庭や事業所でのごみの排出量

の抑制を図ります。 

○環境教育や環境情報の提供の充実を図ります。 

 

主な取組 

◆ごみの減量化・資源化 

◆ごみ収集施設の整備、維持管理 

◆環境に関する意識啓発のための情報発信 

 

 

■６-1-2 公害防止対策の推進 

○水質汚濁、騒音、大気汚染等の公害の未然防止と発生源対策について、関係機関と連携した指

導の強化を図ります。 

 

主な取組 

◆河川の水質や騒音・振動等など環境測定の実施 

 

 

■６-1-３ 環境美化の促進 

○環境美化に係る意識啓発を進めながら、地域ぐるみによる環境美化活動の推進を図ります。 

○不法投棄対応の強化を図ります。 

 

主な取組 

◆町民総ぐるみ清掃活動 

◆不法投棄防止パトロール 

◆衛生害虫駆除 

 

 

■６-1-4 特定空き家等の是正の推進 

○増加する空き家の適切な管理の支援や維持管理を促進します。 

○危険かつ所有者による自発的な維持管理が期待できない空き家への対策を推進します。 

 

主な取組 

◆特定空き家や管理不全空き家など老朽危険家屋の把握、除却・改善の促進 
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６-2 再生可能エネルギー・脱炭素社会 

 施策の基本的な方向 

町民一人ひとりや民間事業者、そして行政が一体となって脱炭素社会の実現に対する意識を

高め、持続可能で環境にやさしい再生可能エネルギーの利用促進・普及や地球温暖化防止を推

進します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R６） 

前期計画目標値 

（R12） 

町内の温室効果ガス排出量 

脱炭素を推進し、町内における

温室効果ガス排出量削減を目指

します。 

時点 

※ 

73千t-CO₂ 

（R3 推計値） 

※ 

60千t-CO₂ 

（R9 推計値） 

公共施設等における再エ

ネ・省エネ設備導入数 

町内全域での再生可能エネルギ

ーの普及を促進します。 
累計 8件 13件 

※環境省「自治体排出量カルテ」にて公表されている推計値を参照します。最新の推計値は当該年度の３カ年前と 

なることから、現状値を令和３年度、目標値は令和９年度の値を設定します。 

 

 主な現状と課題 

■朝日町では、令和４年６月に令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼ

ロカーボンシティ宣言」を表明し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現に向けて町

内における再生可能エネルギー設備の整備拡大に向けた取組を普及・推進しています。 

■町内における脱炭素社会の実現に向けた取組や意識づけが広く浸透していない現状にあり、こ

れらの普及・啓発活動を通して、行政や町内の企業だけではなく、町民一人ひとりが日頃から

再エネ・省エネを意識して生活することにより、将来にわたる良好な生活環境を確保・維持し

ていくことが必要となっています。 

■多様な再生可能エネルギーにより発電された電力の地域内循環を促進し、災害時の電力の供給

源としての利用も含めたエネルギーの地産地消を町内一体的に推進していくことが必要とな

っています。 
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 主要施策 

 

■６-2-1 脱炭素対策の推進 

○産業・家庭・運輸部門等における再エネ・省エネ対策を制度・支援の両面から促進します。 

○朝日町の基幹産業ともいえる第１次産業を活かした取組や、住宅、事業所、自家用車・商業車

等での省エネ対策を通して脱炭素社会の実現に対する意識の醸成を図ります。 

○将来の世代に豊かな暮らしを継承していけるように、普及・啓発活動等を通して、町民一人ひ

とりが日頃からカーボンニュートラルを心がけて生活できる地域づくりに取り組みます。 

 

主な取組 

◆快適住まいリフォーム助成事業 

◆再生可能エネルギー利用促進 

◆町内の自家用車・商用車等の環境配慮型化 

◆脱炭素社会の実現に向けた普及啓発活動 

 

 

■６-2-2 再生可能エネルギーの普及促進 

○エネルギーの地産地消に向けて、公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入を推進します。 

○朝日町の地勢や地域資源を効果的に活かし、水力、風力、太陽光等の多様な発電方法を取り入

れた再生可能エネルギー設備の導入を促進します。 

○温室効果ガスの排出抑制を図るとともに、産業振興や雇用創出と連携した施策展開を図ります。 

 

主な取組 

◆再生可能エネルギー設備、省エネ設備の導入・促進 

◆最新技術、イノベーションの積極的な情報提供 
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第７章 魅力的な都市をつくり、快適に暮らせる未来 【生活基盤】 

 

７-1 都市計画      ７-2 道路・交通      ７-3 緑・水環境 

 

 

７-1 都市計画 

 施策の基本的な方向 

まちなか（居住誘導区域）の人口密度を維持することで、日常生活サービスや地域コミュニ

ティが持続的に維持されるよう、コンパクトなまちづくりを進めるとともに、あいの風とやま

鉄道泊駅及び五差路周辺を核（拠点）として、中心部及び周辺地域における公共交通ネットワ

ークを形成するため、泊駅南北を結ぶ自由通路や朝日町の玄関口としてふさわしい、町民が気

軽に利用できる駅周辺整備を進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

都市計画道路の整備延長 

日常生活に欠かすことのできな

い都市計画道路の整備を推進し

ます。 

累計 10.4km 11km 

 

 

 主な現状と課題 

■中心市街地の空洞化に対応するため、あいの風とやま鉄道泊駅及び五差路周辺を核としたまち

なかにおいて、都市機能の集約化を図るとともに、公共交通網で町内各所を結んだネットワー

ク型コンパクトシティを形成し、都市拠点周辺における日常生活サービスの維持や町内外との

交流を促進し、賑わいのあるまちづくりが求められています。 

■今後の人口減少や車を運転できない方が増える高齢社会を見据え、中心市街地において歩いて

暮らせるまちづくりを念頭に、まちなかで快適に暮らし楽しむための取組を計画的に推進する

必要があります。 

  



77 

 

 主要施策 

 

■７-1-1 都市計画 

○都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直しを進めます。 

○立地適正化計画に基づき、まちなかの人口密度を維持することで、日常生活サービスや地域コ

ミュニティが持続的に維持されるよう、コンパクトなまちづくりを進めます。 

 

主な取組 

◆都市計画マスタープランの更新 

◆立地適正化計画の更新 

◆都市再生整備計画の更新 

◆用途地域の更新 

 

 

■７-1-2 都市計画道路 

○都市内の主要な幹線道路となる草野泊線、市街地の補助幹線道路となる停車場東草野線、地域

間の連絡道路となる沼保宮本町線、草野東草野線等の都市計画道路の整備を推進します。 

○都市計画道路南北連絡線や泊駅南口広場等の整備により、町民の生活に欠かせないあいの風と

やま鉄道泊駅の交通結節機能の強化を行うとともに、パークアンドライドの普及を図り、鉄道

利用を促進します。 

 

主な取組 

◆泊駅南北の接続 

◆都市計画道路の整備 

◆泊駅周辺整備 
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７-2 道路・交通 

 施策の基本的な方向 

快適で利便性の高い住民生活の確保と活力ある地域経済社会の形成に向けて、地域の生活改

善や産業振興に結びつく道路の整備、雪に強い道路の整備、通学路の安全対策、道路・橋梁の

長寿命化対策、地域に根ざした魅力ある公共交通サービスの充実を進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

町道の整備延長 
主要な町道の拡幅改良を進めま

す。 
累計 2.6km 3.1km 

あさひまちバス利用率 
域内公共交通の軸であるあさひ

まちバスの利用促進を図ります。 
年間 1.9回／人 2.2回／人 

 

 

 主な現状と課題 

■高度成長期に集中的に整備された道路や橋梁等社会資本の老朽化が急速に進行しており、それ

らの長寿命化対策が喫緊の課題となっています。 

■主に町道で構成される生活道路については、改良率は高い水準となっているものの、十分な幅

員が確保されていない道路や歩道未整備区間も残っており、より安全な道路環境の形成に向け

た道路整備、通学路の安全対策を進めていく必要があります。また、雪対策については、融雪

設備の整備推進と合わせて、路面凍結対策や歩道除雪等のきめ細かな対応が求められています。 

■公共交通機関としては、「あいの風とやま鉄道」や「あさひまちバス」黒部宇奈月温泉（北陸新

幹線）駅へのアクセスに便利な「あさひまちエクスプレス」が運行しており、地域住民の通勤・

通学や出張、日常生活に関わる通院・買物等を支えています。 

■町民の生活に欠かせないあいの風とやま鉄道泊駅の交通結節機能の強化を行うとともに、パー

クアンドライドの普及を図り、鉄道利用を促進する必要があります。 

■高齢者による免許返納等により、交通弱者が増加するなか、住民参加型移動サービス「ノッカ

ルあさひまち」が域内交通サービスに新たに加わり、多様化する移動ニーズに応じた利便性の

高い公共交通サービスの確保に努めていく必要があります。 
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 主要施策 

 

■７-2-1 町道の改良、通学路の安全対策 

○町内各地域間の安全で快適な連絡を確保するため、主要な町道の拡幅改良、通学路の安全対策

を進めます。 

主な取組 

◆町道の拡幅改良 

 

■７-2-2 道路橋梁の適正な維持管理の推進 

○橋梁及びトンネル長寿命化修繕計画に基づき、関係機関と連携を図りながら新技術の活用や集

約・撤去等も含め、計画的な修繕を進めます。 

主な取組 

◆橋梁長寿命化対策の推進 

◆トンネル長寿命化対策の推進 

 

■７-2-3 広域道路ネットワークの促進 

○国道８号富山朝日防災（城山トンネル・横尾トンネル整備）や県道大家庄東草野線朝日橋架け

替え等の広域道路整備について、国・県との連携を図りながら整備を促進します。 

主な取組 

◆国道８号富山朝日防災の整備促進 

 

■７-2-4 除雪・消雪対策の推進 

○県道・町道の消雪施設の整備を進めるとともに、ＧＰＳ除雪管理システムを活用し、地域の実

情に応じた効率的な除排雪作業体制の構築を進めます。 

主な取組 

◆県道・町道の消雪施設整備 

◆効率的な除排雪体制の構築 

 

■７-2-5 公共交通の充実 

○域内移動の中心である「あさひまちバス」を軸に、地域の実情やニーズに柔軟に対応した効率

的・効果的な運行システムの構築により利用促進を図ります。 

○時代に合った移動サービスの新たな検討を進めるなど、持続可能な交通サービスを推進します。 

主な取組 

◆バス利用促進対策 

◆公共交通対策の推進      

◆住民参加型移動サービスの推進 
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７-3 緑・水環境  

 施策の基本的な方向 

憩い、健康づくり、交流促進、防災など多様化する利用者ニーズに対応した公園緑地の整備

を進めるとともに、公共施設の老朽化対策や維持管理の充実に取り組み、良好な景観維持を図

ります。また、安全安心な水の供給支援と、地域の実情に即した生活排水処理施設の整備を行

うとともに下水道施設の長寿命化対策を計画的に進めます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画目標値 

（R12） 

都市公園面積 

（都市計画区域内 1人当たり） 

利用者ニーズに応じた公園施設

の整備や適正な維持管理のほ

か、市街地における新たな緑の

拠点となる都市公園の整備を進

めます。 

累計 12.1㎡ 14㎡ 

簡易水道施設の更新に対

する補助金交付件数 

各水道組合の施設更新費用の支

援を行い、水道施設更新整備の

促進を図ります。 

累計 28件 46件 

下水道接続率（水洗化率） 
下水道処理区域における下水道

接続率の向上を図ります。 
時点 79.7％ 86.1％ 

 

 

 主な現状と課題 

■町内の公園は、こどもの遊び場としての機能や周辺住民の交流の場としての機能が低く、こど

もたちが安心して遊べる新たな公園整備（泊駅南公園）が求められます。既存の公園について

は、施設の老朽化や多様化する利用者ニーズへの対応が求められています。また、あさひ舟川

「春の四重奏」や「ヒスイ海岸」など、朝日町を代表する自然景観については、周辺も含めた

エリアの整備や景観の保全に努める必要があります。  

■簡易水道施設については、安全安心な水の供給を維持するため、各水道組合が所有する施設及

び維持管理に対する支援に今後も取り組んでいく必要があります。 

■汚水処理普及率は着実に伸びてきているものの、依然として県平均に比べて低い水準にあるこ

とから、地域特性に応じて公共下水道あるいは合併処理浄化槽を整備し、町全域で総合的に汚

水処理対策を進めていく必要があります。 

  



81 

 

 主要施策 

 

■７-3-1 地域資源を活かした公園整備 

○市街地における新たな緑の拠点となる都市公園（泊駅南）の整備を進めます。 

○施設の老朽化対策として公園の長寿命化計画を策定し、利用者ニーズに応じた公園施設の整備

や適正な維持管理に取り組みます。 

 

主な取組 

◆都市公園の整備促進 

◆公園長寿命化計画策定、計画に基づく修繕 

 

 

■７-3-2 簡易水道施設への支援 

○各水道組合が所有する簡易水道施設の更新費用や維持管理に対する支援を行います。 

 

主な取組 

◆簡易水道施設の更新費用等に対する支援 

◆水質検査など維持管理に対する支援 

◆断水時における給水タンクの貸出し等の支援 

 

 

■７-3-3 公共下水道事業の推進 

○未普及地域における下水道の整備を進めるとともに、老朽化が進む下水道施設におけるストッ

クマネジメントを推進します。 

○下水道整備区域以外については、合併処理浄化槽の普及を図ります。 

 

主な取組 

◆下水道未普及地域の整備推進 

◆下水道施設におけるストックマネジメント計画の推進 

◆下水道施設における耐水化の推進 

◆下水道未接続に対する促進強化 

◆合併処理浄化槽の整備区域における普及促進 
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第８章 新たな地域スタイルを構築し、みんなが助け合う未来 【行財政改革】 

 

8-1 情報発信・共有、町民参画  8-2 行財政運営  8-3 広域連携  8-4 デジタル活用 

 

 

８-1 情報発信・共有、町民参画 

 施策の基本的な方向 

情報到達先に応じて効果的な発信媒体を選択するなど、町民視点に立った情報発信・共有を

進めます。また、朝日町の対処すべき課題や目指すべき将来像に関心を持ち、町民一人ひとり

がまちづくりを自分事として前向きに考え積極的に参画できる機運を醸成し、官民地域共創型

の「新しい地域スタイル」を構築することで、持続可能なまちづくりを目指します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R６） 

前期計画目標値 

（R12） 

SNS登録者数 

朝日町公式 SNS 登録者数の増

加に努め、必要情報や朝日町の

魅力情報など効果的広報を推進

します。 

累計 7,547人 12,000人 

朝日町と団体・事業所が協

働で行う事業数 

官民地域で行う事業に対し、新

たな団体・事業所の参画を促進

し、官民地域共創社会の実現を

目指します。 

累計 ０件※ 5件 

 

 

 主な現状と課題 

■現在、広報あさひやホームページ、ケーブルテレビのほかＬＩＮＥをはじめとするＳＮＳを積

極的に活用し情報発信に努めています。今後、朝日町の魅力を気軽に他者と共有できる公式Ｓ

ＮＳの運用により交流人口・関係人口の拡大を図ることが重要です。 

■情報化社会の進展に対応した安全なシステムの構築と盤石化により、情報伝達の正確性・迅速

性を一層高めて住民サービスの向上を図ることが必要です。 

■これまでの官民連携の取組で醸成された町民や地域の「共助」を兆しに、より一層官民地域共

創のまちづくりを推進・深化していく必要があります。住民参加型ワークショップの開催など、

参加ハードルの低減や関わりたくなる仕掛けづくりが求められます。 

※令和６年度をスタート地点とします 
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 主要施策 

 

■８-1-1  広報・広聴の強化・充実 

○朝日町の広報誌、ホームページ等の既存媒体に加えて、ＳＮＳ等の活用による効果的な広報を

推進するとともに、幅広く町民に役立つ情報の提供・共有を図ります。  

○地域における自主的な情報発信・共有を後押しするため、ＳＮＳ等の活用を支援し、デジタル

デバイドに起因した住民間・地域間の情報格差是正を図ります。 

○庁内の情報化を加速させることで効率的かつシームレスな行政事務を推進し、住民サービスの

向上や行政事務の効率化、情報セキュリティ対策の強化を目指します。 

 

主な取組 

◆広報誌の充実 

◆ソーシャルメディアの利用促進 

◆情報コンテンツの魅力化 

◆情報発信への町民参画促進 

◆情報セキュリティの強化 

◆情報格差の解消 

◆次世代通信基盤（IOWN・Beyond 5G など）への対処 

 

■８-1-2 官民地域共創社会の推進 

○多種多様なプレイヤーがまちづくりに参画する住民参加型ワークショップ等を開催し、行政と

町民の情報の共有を図るとともに、まちづくりへの機運醸成を図ります。 

○官民地域共創による共助・共創社会の構築を推進します。 

 

主な取組 

◆住民参加型ワークショップの開催 

◆地域活動を牽引する人材の確保、育成 
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８-２ 行財政運営 

 施策の基本的な方向 

厳しい財政状況や地域経済の状況等のなかにおいて、簡素で効率的な行財政システムを構築

し、持続可能な行財政運営と行政組織強化を図り、質の高い公共サービスの維持向上に努める

など、積極的な行財政改革に取り組みます。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R６） 

前期計画目標値 

（R12） 

公共施設の延床面積の削

減率 

町民ニーズを把握し、必要かつ

適正な施設数への統合・集約化

を進めます。 

時点 ０％※ 

※公共施設等

総合管理計画

策定にあわせ

て設定 

 

 

 主な現状と課題 

■質の高い行政サービスを将来にわたって持続的に提供するためには、継続的な組織の見直しや

環境の変化に適切に対応した行政運営を進めるとともに、事務事業の合理化など継続的な行政

改革と町民参加も含めた民間活力活用を推進し、限られた行政資源を効率的かつ効果的に運用

していく必要があります。 

■財政運営については、健全財政を図ることを基本に、税収入の確保、受益者負担の適正化など、

財源の確保に努めつつ、長期的展望のもとに各種施策の優先順位について適切な選択を行い、

効率的に財源を運用していくことが求められます。また、民間のノウハウや資金の活用を図る

官民連携の新しいまちづくりに積極的に対応していく必要があります。 

 

  

※令和６年度をスタート地点とします 
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 主要施策 

 

■８-2-1  行政改革の推進 

○効率的で効果的な行政運営を目指し、民間活力の活用を推進します。 

 

主な取組 

◆行政サービス向上 

◆民間活力の活用 

 

 

■８-2-2  健全財政 

○活力ある持続可能なまちづくりを実現するために、各事業等の効果・検証をもとに将来の財政

負担を配慮しながら、適切な財政運営と安定した財源確保を進めます。 

 

主な取組 

◆計画的な財政運営 

◆財源の安定的な確保 

◆税収納の多様化 

◆県と連携した滞納整理 

 

 

■８-2-3  公共施設の適正管理・適正配置 

○公共施設の維持管理・更新に多額の費用が発生すると予想されることから、施設の運営改善を

図ります。 

○朝日町が保有すべき施設の質と量を明確にして、施設の適正な管理・配置を推進します。 

 

主な取組 

◆公共施設等総合管理計画の推進 

◆個別施設計画の策定 

◆公共施設のあり方検討委員会との連携 

◆未利用町有地の利活用の促進 
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８-3 広域連携 

 施策の基本的な方向 

社会経済活動の広域化や人口減少が進展するなか、多岐にわたるまちづくり課題に対して、

行政区域を越えて効果的に対応していくため、広域連携体制の強化を図ります。 

 

 主な現状と課題 

■朝日町では、新川広域圏事務組合事業、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合事業、新

川地域消防組合事業を通して、周辺自治体と連携した広域行政を展開しており、また国民健康

保険や後期高齢者医療等、県単位で運営している事務のほか、自治体クラウドによる共同での

システム開発や運用も行っています。 

■県と市町村が課題を共有し、連携する事項や政策を市町村長と知事が直接協議する場として

「ワンチームとやま」連携推進本部会議が設置されています。 

■全国的に人口減少が進み、町民の活動範囲の広域化が進むなか、災害時の対応、公共交通や中

学校部活動の地域移行など自治体の境界を越えた行政需要は増しており、自治体間の連携によ

る広域行政の推進がこれまで以上に重要です。 
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 主要施策 

 

■８-3-1  広域行政の推進 

 ○必要な行政サービスの維持・充実、広域化・多様化する行政課題に対応するため、近隣市町と

の連携・協力体制を強化します。 

 

主な取組 

◆自治体間の連携による広域行政の推進 

 

■８-3-2  国・県等との連携強化 

 ○国、県等との情報交換・連携強化に努め、事業の円滑な実施を推進します。 

 

主な取組 

◆国・県等との連携及び協力の推進 
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8-4 デジタル活用 

 施策の基本的な方向 

まちづくりへの参画と協働を推進するために、各部署を横断した連携が重要となってきます。

また、まちづくりを考えていくうえで、地域住民の参画はこれまで以上に必要不可欠なものと

なってきます。これらに加え、これまでの全国に先駆けたデジタルの取組以外にも、住民生活

の質の向上と、効率的かつ持続可能な行政運営につながるデジタルの積極的な活用を検討し、

官民地域共創の体制によるまちづくり、いわゆる「新たな地域スタイル」実現のための手段の

ひとつとして、デジタル活用を推進します。 

 

成果指標 

指標名 指標の考え方 種別 
現状値 

（R６） 

前期計画目標値 

（R12） 

LoCoPi あさひまち利用

登録率 

LoCoPi あさひまちを活用した

サービスを提供し、デジタルサー

ビスの普及を促進します。 

時点 25％ 50％ 

 

 

 主な現状と課題 

■令和４年度から令和６年度の３か年、生活者の利便性向上と行政コストの圧縮を目的に各種デ

ジタルサービスの開発・実装を行ってきました。「ノッカルあさひまち」のように既に住民生活

に溶け込んだサービスや、「LoCoPi あさひまち」のように発展途上のサービスなど、様々な段

階にあるサービスが混在している状況です。いずれのサービスについても維持管理のための経

費と人材確保が課題となります。 

■これまでに開発されたこれらのデジタルサービスの運営については、今後まちづくり施策を進

めていくうえで重要なツールとなるものであり、これまでの官民連携に加え、地域共創による

新しい地域スタイルの実現に向けた取組を加速化させていくことにより、地域課題と運営課題

の双方の解決につなげていく必要があります。 

■既存のデジタルサービスの取組以外にも、住民生活の質の向上と、効率的かつ持続可能な行政

運営につながるデジタルの積極的な活用を検討し、少子高齢化社会がもたらす課題解決の手段

のひとつとして、時代の趨勢と地域の実情に合った最適なデジタル活用を見据える必要があり

ます。 
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 主要施策 

 

■８-4-1  デジタル化の推進 

○これまでに開発・実装されたデジタルサービスを活用し、効率的な行政運営と住民サービスの

向上につなげていきます。 

○官民地域共創による持続可能なまちづくりを目指し、新規産業の参入や起業の促進を高める環

境を整えるためにもデジタル活用を推進し、民間活力を活用した新たな地域スタイルにより、

未来志向のまちづくりを進めていきます。 

 

主な取組 

◆ＤＸサービスの１-ＩＤ化 

◆デジタルを活かした新たな施策の推進 

◆ＤＸサービスデータの利活用 
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第４部 （第３期朝日町総合戦略） 
  

重点プロジェクト 
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第１章 基本的な考え方 

１ 総合戦略の位置づけ・期間 

（１）位置づけ 

急速に少子高齢化が進み、本格的な人口減少社会を迎えるなか、国では、平成 26 年に「まち・

ひと・しごと創生法」が制定されるとともに、人口減少を克服し地方創生を推進するための目標

や基本的方向をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されました。その後、令和

元年に策定された「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、デジタルの力

によって、地域の個性を活かしながら、地方創生の取組を加速化・深化させるため、令和４年に

「デジタル田園都市国家構想総合戦略」として新たな総合戦略が策定されました。 

地方創生の取組がスタートして 10 年が経過するなか、全国各地で総合戦略に基づく取組が進

められ、様々な好事例が生まれるなどの成果があった一方で、人口減少や東京圏への一極集中の

流れを変えるまでにはいたっていないといった課題も浮き彫りになっています。そこで国では、

人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策を講じながら地方を元気にするため、

次の 10 年を見据えた新たな取組として、令和７年に「地方創生 2.0 基本構想」が策定されまし

た。 

朝日町においては、国の総合戦略等を参酌しながら、「朝日町人口ビジョン」を踏まえつつ、平

成 27 年に「第１期朝日町総合戦略」、令和２年に「第２期朝日町総合戦略」を策定し、町の英知

を結集した「オール朝日町」での取組を推進してきました。これにより、全国トップレベルの子

育て支援、教育が充実したまちとして知られるようになるとともに、ＤＸにより様々な社会課題

の解決に果敢に挑戦する自治体として全国から注目されるようになりました。 

これら２期にわたる総合戦略を踏まえ、朝日町に根づいた地方創生の意識をより一層浸透させ

ていくとともに、新たな課題への対応や、これまでの取組効果をさらに向上させるため、「第３期

朝日町総合戦略」を策定します。また、第３期では特に、これまでのデジタル施策によるデータ

を利活用しながら、様々な分野でのデジタル技術の活用や観光資源・自然環境を活かした稼ぐ力

の推進、さらに朝日町の魅力を駆使した関係人口の創出・拡大に取り組み、将来にわたって活力

が持続的に発展していくまちを目指していきます。 
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（２）計画期間 

第３期朝日町総合戦略の計画期間は、令和８年度から令和 12年度までの５年間とします。 

《総合計画及び総合戦略の推進期間》 

 
R8 

(2026) 

R9 
(2027) 

R10 
(2028) 

R11 
(2029) 

R12 
(2030) 

R13 
(2031) 

R14 
(2032) 

R15 
(2033) 

R16 
(2034) 

R17 
(2035) 

第６次 

総合計画 

          

基本構想 
          
          

前期基本計画 （重点プロジェクト） 後期基本計画 
          

総合戦略 

          

第３期総合戦略 第４期総合戦略 

          

 

 

２ 推進体制 

（１）共助・共創のまちづくり 

第３期朝日町総合戦略を効果的・継続的に推進していくためには、町民をはじめ、町内外の関

係機関や民間事業者等の幅広い主体の参加・協力が必要となります。 

町民をはじめ、町内外事業者、地域・ＮＰＯ、観光客・交流人口、関係人口、学識者・専門家、

そして行政の英知を結集し、共助・共創のまちづくりにより、我が町・ふるさとに対する夢と希

望を育みながら、町民一人ひとりが活躍し、輝けるまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町民 

町内事業者 地域・NPO 

行政 

町外 

事業者 
学識者・ 

専門家 

観光客・ 

交流人口 関係人口 

町内外 

多様な主体

の協働 
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（２）ＰＤＣＡサイクルの推進（評価・改善の持続的な実施） 

総合戦略の進捗を常に確認し、施策の効果を図り、適切な見直しを行うことができるよう、各

施策の進捗状況を検証するための重要業績評価指標（ＫＰＩ：Key Performance Indicator）を

設定し、この客観的指標に基づく検証・改善を持続的に実施していくため、「ＰＤＣＡサイクル」

の推進を図ります。 

第３期朝日町総合戦略の進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの「Ｃ（チェック）」体制と

して、引き続き産官学金労言士等の関係者及び町民代表からなる「朝日町総合計画・総合戦略検

証委員会」を組織し、年１回を基本に、総合戦略の数値目標及びＫＰＩ、総合計画に掲げる成果

指標の検証・評価を行い、戦略全体のフォローアップを行います。また、その結果については広

く公表し、情報の共有を図ります。さらに、新たな感染症の発生や、激甚な被害をもたらす自然

災害の脅威など、朝日町を取り巻く様々な環境変化に対して、迅速な意思決定及び的確な行動が

とれるよう、臨機応変に施策・事業を推進します。 
※ＰＤＣＡサイクル：ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実施）、ＣＨＥＣＫ（評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り

込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）朝日町総合計画・総合戦略検証委員会 

朝日町総合計画・総合戦略検証委員会は、朝日町総合戦略及び第６次朝日町総合計画で設定し

ている数値目標・ＫＰＩや成果指標の達成度を検証します。 

検証方法については、以下のとおりです。 

① 数値目標・ＫＰＩや成果指標の基準値に対し、実態がどのように推移しているかを比較する。 

⇒ 検証委員会は、各年度で実施するため、把握できる最新の数値を用いて、比較検証する。

（例：各年度末現在の状況、年度実績、年間実績） 

② 達成度合に対して評価区分を設け、達成・未達成の要因、進捗状況に関する分析を行う。 

③ 当該分析状況及び結果を踏まえ、検証委員から改善策等の建設的な意見をいただく。 

PLAN
計画

DO
実施

CHECK
評価

ACTION
改善

施策・事業の実施

実績の報告評価と助言

計画の見直し

P D C A

サ イ ク ル

進捗状況及び評価結果の公表

・朝日町総合計画・総合戦略検証委員会による評価体制
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（４）ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓとは、平成 27年９月の国連サミットで採択された国際社会における令和 12年までの

開発目標です。「誰一人取り残さない」という理念のもと 17のゴールを設定し、持続可能で多様

性と包摂性のある社会の実現に向けた取組を推進することが求められています。 

第３期朝日町総合戦略においては、ＳＤＧｓを意識した様々な施策の推進を図ることにより、

地域の活性化と持続可能なまちづくりを進めます。 
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第２章 目指すべき方向性と基本目標 

１ 目指すべき方向性 

第６次朝日町総合計画の将来像及び人口ビジョンの将来展望における方向性、そして国の地方

創生 2.0基本構想を踏まえ、第３期朝日町総合戦略が目指す方向性（基本コンセプトと基本的視

点）について次のように設定します。 

 

（１）基本コンセプト 

第６次朝日町総合計画では、朝日町で暮らす方々をはじめ、多くの関係者の方々が、これまで

以上に朝日町を愛し、未来への夢と希望があふれる幸せに満ちたまちを目指すため、まちづくり

の将来像を「夢と希望があふれるまち 朝日町」としました。あわせて、この将来像を実現するた

めの基本テーマとして「子育て応援日本一のまち」「幸せ寿命日本一のまち」「移住・定住・交流

で賑わうまち」を掲げ、こどもから高齢者まで全ての町民が地域でつながりながら安心していき

いきと暮らし続けられるとともに、朝日町の魅力を高め、より多くの人に選ばれるまちづくりを

進めます。 

また、町民が一体となってより一層未来志向のまちづくりを進めるための合言葉として「こん

にちは、たのしい未来！」を設定しました。 

第３期朝日町総合戦略では、この将来像と合言葉を踏まえつつ、第１期・第２期朝日町総合戦

略の主な重点であった「人口減少対策」に引き続き取り組むとともに、人口減少が続いても安心

して暮らすことのできる持続可能なまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夢と希望があふれるまち 朝日町 

子育て応援 

日本一のまち 

幸せ寿命 

日本一のまち 

移住・定住・交流で 

賑わうまち 

こんにちは、たのしい未来！ 合言葉 

将来像 
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（２）基本的視点 

国が掲げる「地方創生 2.0 基本構想」における基本姿勢を勘案し、以下の６つの基本的

視点に基づき施策を推進していきます。 

①安心して働き、暮らせる朝日町を創る 

様々な人口減少対策を積極的に推進する一方で、今後とも人口減少局面が継続するという事態

を正面から受け止め、人口規模が縮小しても経済を活性化し、地域社会を機能させていく適応策

を講じていくことが必要です。誰もが安心して働き、暮らし続けられる朝日町を創るとともに、

地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための機能の確保に取り組みます。 

 

②若者や女性にも選ばれる朝日町を創る 

進学や就職、結婚等を機に、多くの若者が朝日町から転出している状況が継続しており、また、

男性に比べ、女性の転出数が大きく上回る現状があります。このため、若年層、とりわけ若年女

性の人口流出に対応するため、就労や結婚、出産・子育てしやすい環境づくりを進めるとともに、

まちづくりに若者や女性の視点を取り入れ、若者や女性にも選ばれる朝日町を創ります。 

 

③関係人口の創出・拡大により朝日町の活力の維持・向上を図る 

関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多

様に関わる人々を指します。人口減少が進む地方において、地域の担い手として活躍することに

とどまらず、地域住民との交流がイノベーションや新たな価値を生み、内発的発展につながるほ

か、将来的な移住者の増加にもつながることが期待されています。こうした関係人口の創出・拡

大を積極的に図り、朝日町の活力の維持・向上を図ります。 

 

④朝日町の稼ぐ力を高める 

地域の稼ぐ力とは、地域の資源を活かして付加価値を創出し、経済を活性化させることによっ

て、地域に利益をもたらす力のことを指します。朝日町の稼ぐ力を高めるため、基幹産業である

農林水産業や、観光産業のさらなる振興をはじめ、中小企業の成長促進、官民地域連携による新

たな産業の創出等に取り組みます。 

 

⑤ＡＩ・デジタル等の新技術を積極的に活用する 

朝日町では、地域公共交通をはじめ、公共施設利用、教育、経済振興など、人口が減少するな

かで、地域課題に即した様々なＤＸサービスを展開してきました。国は、「地方創生 2.0 基本構

想」において、急速かつ飛躍的に発展するＡＩをはじめとしたデジタル技術を徹底活用し、地域

に展開させていくとしており、これまでの成果を踏まえ、今後より一層新技術を活かした社会課

題の解決を図るとともに、ＧＸ・ＤＸによる新たな産業集積の推進を図ります。 

 

⑥国・県・近隣自治体等との様々な結びつきにより共生関係を強化する 

町民の生活や経済活動は、朝日町や県域内にとどまらず、広域的に広がっています。地方創生

の取組にあたっては、国・県の支援を活用するとともに、近隣自治体をはじめとする地域間にお

ける様々な連携を強化し、互いの共生関係により新たな価値の創出を図ります。  
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２ 基本目標 

基本的視点や朝日町の特性、これまでの総合戦略の成果を踏まえ、次の４つの政策分野におけ

る基本目標を設定しました。 

 

（１）子育てしやすいまち 

朝日町では「子育て応援日本一のまち」を目指し、子育て世代のニーズに応じた幅広い様々な

サービスを展開してきたことにより、全国トップレベルの子育て支援、教育が充実したまちとし

て知られるようになっています。今後とも、結婚から妊娠、出産、子育てまでの切れ目のない支

援を推進し、子育て世代が安心してこどもを産み育てることができる地域社会を目指すとともに、

「こどもまんなか社会」の実現を目指し、家庭・地域・企業・行政が一体となってこどもを見守

り育み、子育てを支え合う環境づくりを進めます。 

また、学校教育、家庭教育においては、知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成とともに、

基礎的知識及び技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成や、学びに向き合う力、人間性の

育成を重視します。 

■結婚・出産・子育て支援の充実 

■学校教育の充実 

 

（２）魅力あふれるまち 

地域経済をけん引する工業分野の活性化と地域に根ざした商業・サービス業の活性化を推進し、

地域の活力を支える商工業の振興を図るとともに、基幹産業である農林水産業の振興及び農山漁

村の活性化を図り、朝日町の稼ぐ力の向上につなげます。 

また、自然や食、歴史文化など朝日町の地域資源を最大限に活かした稼ぐ力の向上も推進する

とともに、地域資源の魅力向上による関係人口・交流人口の拡大を図り、朝日町の活性化に結び

つけていきます。 

■商工業の振興 

■農林水産業の振興 

■観光の振興 

■関係人口の創出・拡大 

■稼ぐ力の向上 
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（３）いきいきと暮らせるまち 

朝日町では「幸せ寿命日本一のまち」を掲げ、人生 100 年時代が訪れるなか、町民が生涯にわ

たって、心豊かに地域とつながりつつ幸せを感じながら暮らしていけるまちづくりを目指してい

ます。そのため、町民の健康に対する意識向上と自主的な健康づくり活動への支援を進めるとと

もに、地域の医療ニーズに即した体制の充実を図ります。また、町民・地域による支え合いの環境

づくりにより、誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指します。さらに、誰もが生涯を

通じ自分の能力や関心に応じて、スポーツ・運動に親しむことができる環境づくりを進めます。 

■保健・医療の充実 

■地域福祉の充実 

■スポーツの振興 

 

（４）住みやすいまち 

朝日町では「移住・定住・交流で賑わうまち」を掲げており、朝日町の魅力を町内外に効果的に

発信するとともに、様々な移住・定住対策の推進を図り、若者や子育て世代が移り住みたくなる地

域づくりを進めます。また、安全・安心で、利便性の高い快適な生活環境を充実するため、消防・

救急・防災力の強化をはじめ、中心市街地整備、道路・交通網の整備、脱炭素社会に向けた取組等

を進め、町民にとってより一層暮らしやすく持続性の高いまちづくりを進めます。 

さらに、町民視点に立った効果的な情報発信を行い主体的なまちづくりへの参画を促進すると

ともに、デジタル技術の積極的な活用により、住民生活の質向上と効率的かつ持続的な行政運営

を推進し、官民地域共創型の「新しい地域スタイル」の構築を目指します。 

■移住・定住の促進 

■消防・救急・防災力の強化 

■快適な生活基盤の整備 

■循環型社会の推進 

■広報・広聴の充実 

■デジタルの活用 
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３ 戦略推進のフレームワーク 

第３期朝日町総合戦略では、４つの基本目標に沿ったフレームワークを設定し、総合戦略の着

実な推進を図ります。 

 

  ―基本目標１：子育てしやすいまち― 

■基本的方向 

（１）結婚・出産・子育て支援の充実 
①地域子育て環境の充実 
②妊娠期から切れ目のない支援の充実 
③結婚意欲の醸成と出会いの場の創出 

お 

お 

（２）学校教育の充実 
①地域に根ざし可能性を引き出す教育の充実 

―基本目標２：魅力あふれるまち― 

■基本的方向 

（１）商工業の振興 
   ①既存企業・事業所の支援・育成、 

若者の雇用機会の創出 
   ②事業承継・起業の促進・支援 

   ③賑わいの創出と商業機能の維持・向上 
   ④企業立地の推進 

（２）農林水産業の振興 
①農業経営基盤の強化と担い手確保の育成 

   ②林業の持続的発展 
   ③漁業の持続的発展 

―基本目標４：住みやすいまち― 

■基本的方向 

（１）移住・定住の促進 
①総合的な案内・相談、支援の体制の充実 
②空き家・空き地利用の促進 
③移住・定住の受入体制の充実 

（２）消防・救急・防災力の強化 
①消防力の強化及び地域消防体制の充実 
②救急救命体制の充実 
③防災設備の充実、防災体制及び 
防災情報の発信体制強化 

（３）快適な生活基盤の整備 
①中心市街地の活性化を図る都市計画の推進 
②道路網の整備及び公共交通の充実 

お 

お 

（３）観光の振興 
①観光素材・観光拠点の魅力向上 
②情報発信・プロモーションの強化 
③広域連携観光事業の推進 

（４）関係人口の創出・拡大 
①ふるさと納税の拡充 
②様々な関係人口創出に向けた取組の推進 

（５）稼ぐ力の向上 
①地域資源の魅力向上と観光産業の活性化 

②稼ぐビジネスの創出 

―基本目３：いきいきと暮らせるまち― 

■基本的方向 

（１）保健・医療の充実 
①健康づくりの推進 
②医療体制の充実 

（２）地域福祉の充実 
①高齢者福祉の充実 
②地域共生社会の実現 
③障害者（児）福祉の推進 

お 

お 

（３）スポーツの振興 
①スポーツ活動の推進 

 

お 

お 

（４）循環型社会の推進 
①脱炭素対策の推進 
②再生可能エネルギーの普及促進 
 

（５）広報・広聴の充実 
①広報・広聴の強化・充実 
 
 
 

（６）デジタルの活用 
①デジタル化の推進 



101 

 

第３章 施策の展開 

１ 子育てしやすいまち 

 

■数値目標 

指標名 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画 

目標値 

（R12） 

この地域で今後も子育てしたいと思う親の割合 時点 94.3％ 98％ 

 

■基本的方向 

（１）結婚・出産・子育て支援の充実 

・多様な保育ニーズに応えられるよう、保育サービスの充実をはじめ、相談支援・情報提供や経

済的支援の充実を図るとともに、安心して妊娠・出産・育児に取り組めるようきめ細かな支援

に取り組み、「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

・若者が朝日町で暮らし、家族を持ってこどもを産み育てたいと思ってもらえるまちづくりを進

めるため、若者の結婚意欲の醸成と出会いの場の創出を図ります。 

 

（２）学校教育の充実 

・全てのこどもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図りま

す。また、保小中一貫教育の導入やふるさと学習の推進により、朝日町の特色ある教育を推進

します。 

・地域と学校の協働活動の推進により、「地域とともにある学校づくり」を目指します。 
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■具体的な施策 

（１）結婚・出産・子育て支援の充実 

①地域子育て環境の充実 

多様な保育ニーズに対応し、保育サービスの充実や保育人材の確保を図るとともに、地域子育

て活動の拠点である子育て支援センターの機能強化を図ります。また、子育て支援のためのデジ

タル化を推進するとともに、きめ細かな子育て支援情報の発信・共有を図ります。 

主な取組 

◆保育に係る人材の確保            ◆こども食堂などの開設運営支援 

◆子育て支援センターの機能強化        ◆交流・ネットワークの強化 

◆保育サービスの維持向上           ◆子育て支援のデジタル化推進  

◆児童館・放課後児童クラブの環境整備     ◆子育て支援情報の発信・共有 

 

②妊娠期から切れ目のない支援の充実 

妊娠期から子育て期にわたって支援が途切れることのないよう、包括的に相談や支援を行う体

制を充実するとともに、妊婦訪問や周産期地域連携等、母子の健康支援を推進します。また、子

育て等に係る経済的な負担・不安の軽減や、困難を抱える家庭に対する支援に取り組みます。 

主な取組 

◆妊娠・出産支援               ◆切れ目のない相談支援体制の整備 

◆母子健康支援                ◆保育料の軽減・副食費無償・主食提供 

◆妊婦のための支援給付事業          ◆医療費助成 

◆妊産婦健康診査費助成            ◆あいのトキめき出生祝福事業 

◆不妊治療費助成事業             ◆おうちで子育て応援事業 

◆こども家庭センターの機能強化        ◆就学支援、就学費援助支給 

◆こどもの貧困対策とヤングケアラー対策の推進 ◆高校生世代新生活エール事業 

◆虐待予防の早期発見と連携強化         

 

③結婚意欲の醸成と出会いの場の創出 

若者が家族を築いていくことに前向きになれるよう、婚活に係る情報発信や出会い・交流の場

の創出、結婚支援などに取り組みます。 

主な取組 

◆若者の出会い・交流機会の創出        ◆結婚相談応援 

◆結婚・出産・子育てに対する意識の向上のための啓発 

 

 

 

 ■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

保育サービスに満足する保護者の割合 時点 － 80％ 

児童館・放課後児童クラブサービスに満足す

る保護者の割合 
時点 － 80％ 
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（２）学校教育の充実 

①地域に根ざし可能性を引き出す教育の充実 

児童生徒の生きる力となる基礎的な知識・技術の習得と、確かな学力の向上に向けた取組を進

めるとともに、特別支援教育をはじめ、外国語教育、情報教育、環境教育等の変化する社会に対

応した教育の充実を図ります。また、保小中一貫教育の推進をはじめ、地域との連携や地域学習

を通じたふるさと教育や、デジタル技術を活用した各種教育コンテンツの提供やデジタル媒体の

活用など朝日町の特色ある教育を推進します。あわせて、いじめや不登校の解決を支援する相談・

指導体制の充実を図ります。 

主な取組 

◆小中学校の学習指導の充実 

◆学校施設環境の充実 

◆心の教育の推進 

◆学校と家庭・地域との連携の促進 

◆ふるさと教育と保小中連携等の推進 

◆デジタル技術を活用した学習支援 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

学校に行くのが楽しいと思う児童の割合 

（小学６年生） 
時点 94.9％ 95％ 

学校に行くのが楽しいと思う生徒の割合 

（中学３年生） 
時点 81.6％ 85％ 
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２ 魅力あふれるまち 

 

■数値目標 

指標名 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画 

目標値 

（R12） 

新規雇用者数 年間 20人 30人 

ふるさと納税寄附額 年間 8,174万円 9,000万円 

 

■基本的方向 

（１）商工業の振興 

・既存企業への経営支援など、朝日町の大半を占める中小企業の持続可能性を高める支援の充実を

図るとともに、若者や高齢者、女性等が働きやすい環境の充実に努めます。また、中心市街地の

活性化を図るなど、まちなかの賑わいの創出と商業機能の維持・向上を図ります。 

・地域経済の活性化を図るため、企業誘致のためのＰＲや立地環境整備を進めます。 

 

（２）農林水産業の振興 

・農林水産業における経営体の強化、担い手の育成、地消地産（地産地消）の推進などにより、収

益力を高め、所得の向上や雇用創出など就業の場として魅力を高めていくとともに、食の新たな

魅力づくりなど、活力ある農林水産業・農山漁村の振興を図ります。 

 

（３）観光の振興 

・朝日町の優れた自然や歴史文化、食材等の地域資源の整理・発掘を進め、観光ニーズに即した

資源の魅力向上を図り、観光の競争力を高めるとともに、地域経済の活性化に結び付けていき

ます。また、多様な広報媒体やデジタル技術を効果的に活用し、国内外に向けた情報発信の強

化、広域連携による観光事業の推進を図ります。 

 

（４）関係人口の創出・拡大 

・ふるさと納税の拡充をはじめ、国が定めるふるさと住民登録制度を活用しながら二地域居住を

推進するなど、朝日町と継続的に多様な形で関わる関係人口の創出を図り、まちづくりの活性

化につながる取組を進めます。 

 

（５）稼ぐ力の向上 

・地域資源及び地場産業の付加価値向上など、稼ぐビジネスの創出を図り、町内経済の成長と持

続的な経済循環の実現を目指します。 
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■具体的な施策 

（１）商工業の振興 

①既存企業・事業所の支援・育成、若者の雇用機会の創出 

既存の中小企業・事業所に対し、経営の安定、人材の確保・育成等に係る支援を充実するとと

もに、若者に対し朝日町で働くことの魅力をアピールし、若者のＵＩＪターンの促進を図ります。 

主な取組 

◆人材の確保、雇用拡大の支援 

◆移住希望者への仕事・暮らし情報の提供と相談支援 

◆ＵＩＪターン若者就職支援 

◆中小企業におけるデジタルの促進 

 

②事業承継・起業の促進・支援 

朝日町に立地する企業・事業所が持続的に事業展開できるよう、事業承継の促進を図るととも

に、朝日町の賑わいにつながる起業の促進・支援を図ります。 

主な取組 

◆事業承継に関する相談、情報提供       ◆起業人材の育成、情報提供 

◆人材のマッチング支援            ◆起業支援の充実 

 

③賑わいの創出と商業機能の維持・向上 

様々なイベントの開催等を通じて朝日町に賑わいを創出し、商業機能の維持向上を図ります。

また、地域通貨などデジタルを活用したまちづくりの取組と連携し、町内経済の好循環を築きま

す。 

主な取組 

◆五差路周辺複合施設を核とした交流活動の促進 

◆地域通貨などデジタルを活用したまちづくり 

 

④企業立地の推進 

地域経済の活性化及び雇用創出を図るため、企業誘致のためのＰＲ活動及び魅力ある立地環境

の整備を積極的に進めます。 

主な取組 

◆誘致活動の強化               ◆財政支援の拡充 

◆既立地企業へのフォローアップ活動      ◆誘致用用地の確保 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

新規企業立地件数 累計 4件 5件 

起業・開店数 累計 23件 40件 
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（２）農林水産業の振興 

①農業経営基盤の強化と担い手確保の育成 

経営の規模拡大や複合化、良好な生産基盤の整備、担い手の確保・育成等により、農業経営基

盤の強化を図るとともに、スマート農業技術の活用による高品質な生産、付加価値を高める６次

産業化等により、活力ある農業の振興を図ります。 

主な取組 

◆経営法人化の推進 

◆集落営農組織の合併・再編や連携、経営の複合化の推進 

◆農地の集積集約化の促進 

◆認定農業者の育成、生産技術指導体制の充実 

◆新規就農者の確保・育成 

◆スマート農業技術の活用促進 

◆耕畜連携の推進 

◆地域と調和した畜産経営の推進 

◆学校給食等への地元農産品の利用推進 

 

②林業の持続的発展 

間伐等の森林整備の推進・保全に取り組むとともに、地場産材の高品質化等を図り、公共施設

や住宅への地場産木材への利用拡大を推進します。 

主な取組 

◆林業の担い手確保・育成           ◆適正な森林整備 

◆地場産木材の高品質化と利用促進 

 

③漁業の持続的発展 

藻場回復をはじめとした漁場環境整備や、資源管理の推進による漁業の活性化と持続的発展を

図ります。 

主な取組 

◆海底耕耘等による漁場環境の整備 

◆新規漁業就業者支援事業による担い手確保・育成 

◆漁獲向上支援事業 

◆稚魚、稚貝の放流 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

担い手への集積農地面積 累計 1,183ha 1,190ha 

農業研修生受入数 

（うち、朝日町への就農者数） 
累計 

11人 

（4人） 

22人 

（８人） 

森林整備（間伐）面積 累計 25.0ha 41.6ha 

漁協正組合員数 累計 122人 130人 
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（３）観光の振興 

①観光素材・観光拠点の魅力向上 

朝日町を代表する観光集客拠点である舟川桜並木周辺及びヒスイ海岸周辺の整備・充実を図る

とともに、さらなる観光素材の発掘と魅力づくりを進めます。 

主な取組 

◆舟川桜並木周辺活性化事業 

◆ヒスイ海岸周辺整備事業 

◆デジタルを活用した観光産業の推進 

 

②情報発信・プロモーションの強化 

各種パンフレット、朝日町ホームページ、ＳＮＳなど、様々な広報媒体を効果的に活用し、国

内外に向けた情報発信、プロモーションを強化するとともに、海外での誘致プロモーション事業

や海外からの招聘事業を強化します。 

主な取組 

◆国内外プロモーションの強化 

◆出向宣伝活動の実施 

◆インバウンド推進事業 

 

③広域連携観光事業の推進 

北アルプス日本海広域観光連携会議、富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会と連携し、

観光客のニーズに対応する広域での誘致活動、観光商品の開発を推進します。 

主な取組 

◆富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会との連携強化 

◆北アルプス日本海広域観光連携会議との連携強化 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

観光入込客数 年間 51.6万人 60万人 
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（４）関係人口の創出・拡大 

①ふるさと納税の拡充 

ふるさと納税制度は、生まれ育った故郷や、応援したい自治体に寄附ができる仕組みとして、

平成 20年度に創設されました。「朝日町を応援したい・元気にしたい」という思いに応え、寄附

者や寄附額を増大できるよう、ＰＲや返礼品の充実、ふるさと納税推進体制の充実を図ります。 

主な取組 

◆ふるさと納税の効果的なＰＲの推進      ◆ふるさと納税推進体制の充実 

◆返礼品の充実                 

②様々な関係人口創出に向けた取組の推進 

地域資源の魅力向上や朝日町発祥のビーチボール等による関係人口の創出・拡大をはじめ、国

が創設を検討する「ふるさと住民登録制度」の活用等を通じ、二地域居住などの取組を活性化し

ます。 

主な取組 

◆地域資源の魅力向上             ◆二地域居住の推進 

◆観光・スポーツを通じた関係人口の拡大    ◆「ふるさと住民登録制度」の活用推進 

 

 

（５）稼ぐ力の向上 

①地域資源の魅力向上と観光産業の活性化 

官民地域連携による地域資源の新たな発掘、付加価値向上を推進し、魅力ある観光地域づくり

を推進します。また、デジタルを活用した観光客の利便性向上や周遊促進、観光産業の生産性向

上を図ります。 

主な取組 

◆地域資源の発掘と活用            ◆デジタルを活用した観光産業の推進 

◆地場産品のブランド化の推進         ◆インバウンド推進事業 

 

②稼ぐビジネスの創出 

農林漁業者による農林水産物の付加価値向上を目指した６次産業化や農商工連携、ビジネスマ

ッチングの推進など、官民地域連携による事業展開を図り、新たな商品・サービス開発を進める

など、新ビジネスの促進につなげます。 

主な取組 

◆６次産業化・農商工連携の推進 

◆販路拡大の推進 

◆「まちづくり会社」による新ビジネスの展開 
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３ いきいきと暮らせるまち 

 

■数値目標 

指標名 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画 

目標値 

（R12） 

健康・福祉施策に対する町民満足度 時点 47.2％ 60％ 

スポーツ振興に関する町民満足度 時点 36.9％ 50％ 

 

■基本的方向 

（１）保健・医療の充実 

・町民の誰もが健康でいきいきとした人生を送れるよう、疾病の早期発見・早期治療と、生活習

慣の改善による健康増進と疾病予防（一次予防）の取組を推進します。 

・新たな感染症が発生する脅威に備え、平常時からの予防対策の推進と危機管理体制の充実を図

ります。 

・地域医療の中核であるあさひ総合病院の機能を強化するとともに、医療と保健・福祉との連携

強化を図り、切れ目のない医療・介護が受けられる環境づくりを進めます。 

 

（２）地域福祉の充実 

・高齢者や障害のある人が、住み慣れた地域で、医療や介護が必要になっても自分らしく生きが

いを持って暮らしていけるよう、様々な支援サービスの充実を図るとともに、地域共生社会の

実現を目指し、見守り、助け合い、支え合う地域づくりを推進します。 

 

（３）スポーツの振興 

・誰もがライフステージや興味、能力に応じて、スポーツ・運動に親しむことのできる機会の充

実と体制の整備を進めます。また、朝日町発祥のビーチボール競技をはじめとしたスポーツの

普及・振興を図り、スポーツを通じた交流人口・関係人口の拡大を推進します。 
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■具体的な施策 

（１）保健・医療の充実 

①健康づくりの推進 

健康づくりに係る様々な事業の実施と各種健康診査の受診促進、保健指導の実施等により、疾

病の予防、早期発見・早期治療を図るとともに、個人における生活習慣改善、地域での健康づく

りの取組を推進します。また、感染症予防を推進し、定期予防接種の勧奨や様々な感染症に関す

る正しい情報提供に取り組みます。 

主な取組 

◆健康増進事業 

◆各種の健康診査・がん検診の強化 

◆人間ドック費用助成 

◆あさひ総合病院による健康講座事業 

◆定期予防接種の推進 

◆任意予防接種の助成 

◆感染症に関する知識の普及・啓発 

 

②医療体制の充実 

あさひ総合病院において、地域の医療ニーズに対応していくため、地域の医療と介護を支える

「高齢者医療の先進モデル」として機能の充実を図ります。また、町民が安心して必要な医療サ

ービスを受けることができるよう、医師・看護師・薬剤師等の医療スタッフの確保を進めます。 

主な取組 

◆地域の医療機関及び高次医療機関との連携強化 

◆救急医療体制の確保 

◆「高齢者医療の先進モデル病院」を目指した取組の推進 

◆医療機器の計画的な整備 

◆デジタル化の推進 

◆寄附講座開設 

◆必要な医師・看護師・薬剤師等の確保 

◆専門技術向上支援 

◆経営コンサルと連携した経営改善の推進 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

特定健診受診率 時点 46.3％ 60％ 

特定保健指導実施率 時点 52.6％ 70％ 

修学資金貸与者（医学生・看護学生・薬学生） 累計 43人 75人 

医業収支比率 時点 83.1％ 84％ 
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（２）地域福祉の充実 

①高齢者福祉の充実 

高齢者の健康保持や介護予防の推進、社会参加の機会の充実を図るとともに、介護保険・在宅

サービス提供基盤の整備、高齢者を支える家族に対する支援策の充実を図ります。 

主な取組 

◆介護サービスの推進 

◆地域包括ケアの推進 

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

 

②地域共生社会の実現 

町民の福祉意識の向上と地域福祉推進体制の充実を図るとともに、地域福祉を担う人材が活動

しやすい環境整備を進めます。また、地域住民等で構成するケアネットチームが見守りや声かけ

等の様々な支援を提供する「ケアネット活動」を促進します。 

主な取組 

◆多様な担い手づくり、仕組みづくり 

◆ケアネット活動の促進 

 

③障害者（児）福祉の推進 

障害の特性や環境に応じた障害福祉サービスの充実を図るとともに、障害のある人の社会参加

や自立を促すため、就労の機会と場の確保や提供、拡大に努めます。 

主な取組 

◆障害のある人の自立と社会参加の促進 

◆障害者（児）福祉サービスの充実 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

住民主体の通いの場に参加する高齢者の割合 時点 8.9％ 10％ 

要介護認定率 時点 20.3％ 19％ 

福祉施設から一般就労への移行 累計 3人 5人 
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（３）スポーツの振興 

①スポーツ活動の推進 

心身の健康の増進に向けて、誰もが気軽に親しむことができる健康スポーツの推進を図るとと

もに、こどもの体力増進・運動機会の充実や競技スポーツの振興を図ります。また、朝日町発祥

のビーチボール競技の普及・振興を図るとともに、スポーツ合宿やコンベンション等の機会を充

実し、スポーツを通じた交流人口・関係人口の拡大を図ります。 

主な取組 

◆健康スポーツの推進 

◆こどもの体力・運動能力の向上 

◆競技スポーツの推進 

◆ビーチボールの普及・振興 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

町内体育施設利用者数 年間 105,975人 106,000人 
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４ 住みやすいまち 

 

■数値目標 

指標名 種別 
現状値 

（R6） 

前期計画 

目標値 

（R12） 

朝日町に住み続けたいと思う人の割合 時点 73.6% 80％ 

 

■基本的方向 

（１）移住・定住の促進 

・若者や子育て世代が移り住みたくなる地域づくりを進めるため、住宅の確保をはじめ、雇用や

子育て支援策の充実など、様々な移住・定住対策の推進を図ります。また、多様な移住ニーズ

の受け皿として、空き家の活用を推進するとともに、移住・定住に関する総合的な情報提供・

窓口対応の体制の充実、地域での受入体制の整備を進めます。 

（２）消防・救急・防災力の強化 

・新川地域での広域体制のもと、「地域力」を結集し、消防団と一体となった防火・防災活動を推

進するとともに、あらゆる災害に迅速的確に対応する消防・救急、防災体制を確保します。ま

た、行政、地域、町民それぞれの立場で災害に対する備えを進め、連携した防災体制の強化を

図り、平時から「自助」「共助」に取り組み、災害に強いまちづくりを推進します。 

（３）快適な生活基盤の整備 

・まちなか（居住誘導地区）への都市機能の集約を図るとともに、公共交通網で町内各所を結ん

だネットワーク型コンパクトシティの形成を目指します。また、快適で利便性の高い住民生活

の確保と活力ある地域経済社会の形成に向けた道路網の整備、地域に根ざした魅力ある公共交

通サービスの充実を進めます。 

（４）循環型社会の推進 

・町民一人ひとりや民間事業者、行政が一体となり脱炭素社会の実現に対する意識を高め、持続

可能で環境にやさしい再生可能エネルギーの利用促進・普及や地球温暖化防止を図ります。 

（５）広報・広聴の充実 

・情報到達先に応じて効果的な発信媒体を選択するなど、町民視点に立った情報発信・共有を進

めます。 

（６）デジタルの活用 

・住民生活の質の向上と、効率的かつ持続可能な行政運営につながるデジタルの積極的な活用を

検討し、官民地域共創の体制によるまちづくり、いわゆる「新たな地域スタイル」実現のため

の手段のひとつとして、デジタル活用を推進します。 
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■具体的な施策 

（１）移住・定住の促進 

①総合的な案内・相談、支援の体制の充実 

移住・定住に係る相談窓口をワンストップ化し、移住検討者・希望者への丁寧な支援を総合的

に行います。また、移住者目線での魅力の発掘に努め、ＳＮＳを活用した情報発信を強化します。 

主な取組 

◆情報発信の強化、朝日町の魅力ＰＲ      ◆相談機能の強化 

 

②空き家・空き地利活用の促進 

移住定住拠点施設（こすぎ家）を中心に、空き家・空き地情報の収集と移住希望者等とのマッ

チングを進めます。また、空き家・空き地を地域資源と捉え、移住希望者等の住まいのほか、コ

ワーキングスペースやサテライトオフィス等として利活用を進めます。 

主な取組 

◆空き家の実態調査              ◆ニーズに応じた空き家の活用整備 

◆空き家利活用のための支援の充実 

 

③移住・定住の受入体制の充実 

地域おこし協力隊や地域活性化起業人の受入れをはじめ、移住体験ツアーの開催、移住体験施

設の整備、移住定住に関する経済的支援など、受入れ体制整備等の充実を図り、地域への移住・

定着を進めます。また、地方への移住を検討している方を対象とした雇用創出や就労支援の取組

を推進します。 

主な取組 

◆お試し移住体験の推進 

◆移住体験施設やコワーキングスペース等の整備 

◆移住検討者を対象とした雇用創出や就労支援の推進 

◆住宅購入者等への支援 

◆賃貸住宅供給者への支援 

◆既存住宅への支援 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

空き家マッチング件数 累計 239件 330件 

住宅取得促進補助件数 累計 76件 190件 
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（２）消防・救急・防災力の強化 

①消防力の強化及び地域消防体制の充実 

消防施設・資機材の充実をはじめ、消防団員の確保等に努め、消防力の強化及び地域消防体制

の充実を図ります。また、自主防災組織との連携を強化し、地域の災害対応力の向上を図ります。 

主な取組 

◆常備消防の充実               ◆消防団車両、装備等の充実強化 

◆消防団車庫、資機材の整備          ◆消防団員の確保 

◆防火水槽の整備 

 

②救急救命体制の充実 

救急救命士の養成や救急資機材の整備による救急技術の高度化・専門化への対応等を着実に推

進します。また、町民の応急救護技術の普及啓発を進めるため、定期的な講習の受講を呼びかけ

るとともに、円滑な応急処置や適切な病院選定に役立つマイナ救急への理解、協力を呼びかけま

す。 

主な取組 

◆応急手当の知識・技術の普及         ◆救急体制の充実 

 

③防災設備の充実、防災体制及び防災情報の発信体制強化 

指定避難所をはじめとした主要公共施設の防災機能の強化及び防災ＤＸの取組により、適時、

迅速な避難所運営を図るとともに、防災行政無線、避難施設、防災資機材等の防災設備の充実を

図ります。また、地域の防災活動を担う人材の確保・育成を進め、自主防災組織の自立・強化を

推進します。 

主な取組 

◆避難経路・避難場所の整備、周知       ◆災害情報の充実、発信の体制強化 

◆防災資機材の整備              ◆平常時活動の充実 

◆安全な住まいづくりに関する啓発と支援    ◆家庭内防災備蓄の推進 

◆防災知識の普及・啓発            ◆リーダー人材の育成 

◆実践的な防災訓練の実施            

◆災害時活動の強化               

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

防火水槽数 累計 85基 90基 

消防団員充足率 時点 90％ 93％ 

救急講習受講者数 累計 － 1,000人 

アレルギー等事前情報登録率 時点 63.9％ 80％ 

防災士資格取得者数 累計 43人 55人 

緊急情報メールの登録者数及び朝日町防災 

情報アプリの登録者数 
累計 1,440人 1,600人 
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（３）快適な生活基盤の整備 

①中心市街地の活性化を図る都市計画の推進 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直しを進め、あいの風とやま鉄道泊駅及び五

差路周辺を核としたまちなかにおいて、都市機能の集約化を図るとともに、公共交通網で町内各

所を結んだネットワーク型コンパクトシティを形成し、都市拠点周辺における日常生活サービス

の維持や町内外との交流を促進し、賑わいのあるまちづくりを進めます。 

主な取組 

◆都市計画マスタープランの更新        ◆泊駅南北の接続 

◆立地適正化計画の更新            ◆都市計画道路の整備 

◆都市再生整備計画の更新           ◆泊駅周辺整備 

◆用途地域の更新 

 

②道路網の整備及び公共交通の充実 

町内各地域間の安全で快適な連絡を確保するため、町道の改良及び通学路の安全対策を進める

とともに、道路橋梁の適正な維持管理や除雪・消雪対策を推進します。また、域内移動の中心で

ある「あさひまちバス」を軸に、住民参加型公共交通サービス「ノッカルあさひまち」など時代

に合った移動サービスを検討し、公共交通を充実させ、利用促進を図ります。 

主な取組 

◆町道の拡幅改良               ◆効率的な除排雪体制の構築 

◆橋梁長寿命化対策の推進           ◆バス利用促進対策 

◆トンネル長寿命化対策の推進         ◆公共交通対策の推進 

◆国道８号富山朝日防災の整備促進       ◆住民参加型移動サービスの推進 

◆県道・町道の消雪施設整備 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

都市計画道路の整備延長 累計 10.4ｋｍ 11km 

町道の整備延長 累計 2.6ｋｍ 3.1km 

あさひまちバス利用率 年間 1.9回／人 2.2回／人 
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（４）循環型社会の推進 

①脱炭素対策の推進 

産業・家庭・運輸部門等における再エネ・省エネ対策を制度・支援の両面から促進するととも

に、脱炭素社会の実現に対する意識の醸成を図ります。また、町民一人ひとりが日頃からカーボ

ンニュートラルを心がけて生活できるような地域づくりに努めます。 

主な取組 

◆快適住まいリフォーム助成事業 

◆町内の自家用車・商用車等の環境配慮型化 

◆再生可能エネルギー利用促進 

◆脱炭素社会の実現に向けた普及啓発活動 

 

②再生可能エネルギーの普及促進 

エネルギーの地産地消に向けて、公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入を推進します。

また、朝日町の地勢や地域資源を効果的に活かし、水力、風力、太陽光等の多様な発電方法を取

り入れた再生可能エネルギー設備の導入を促進します。 

主な取組 

◆再生可能エネルギー設備、省エネ設備の導入・促進 

◆最新技術、イノベーションの積極的な情報提供 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

町内の温室効果ガス排出量 時点 

※ 

73千 t-CO₂ 

（R3推計値） 

※ 

60千 t-CO₂ 

（R9推計値） 

公共施設等における再エネ・省エネ設備導入数 累計 ８件 １３件 

※環境省「自治体排出量カルテ」にて公表されている推計値を参照します。最新の推計値は当該年度の３カ年前と 

なることから、現状値を令和３年度、目標値は令和９年度の値を設定します。 
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（５）広報・広聴の充実 

①広報・広聴の強化・充実 

朝日町の広報誌、ホームページ等の既存媒体に加えて、ＳＮＳ等の活用による効果的な広報を

推進するとともに、住民間・地域間の情報格差是正を図ります。また、庁内の情報化を加速させ、

住民サービスの向上や行政事務の効率化、情報セキュリティ対策の強化を目指します。 

主な取組 

◆広報誌の充実 

◆ソーシャルメディアの利用促進 

◆情報コンテンツの魅力化 

◆情報発信への町民参画促進 

◆情報セキュリティの強化 

◆情報格差の解消 

◆次世代通信基盤（IOWN・Beyond 5G など）への対処 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

SNS登録者数 累計 7,547人 12,000人 

 

 

（６）デジタルの活用 

①デジタル化の推進 

住民参加型の公共交通サービス「ノッカルあさひまち」やマイナンバーカードを活用した公共

サービスパスである「LoCoPi あさひまち」など、これまでに開発・実装されたデジタルサービス

を活用し、効率的な行政運営と住民サービスの向上につなげていきます。官民地域共創による持

続可能なまちづくりを目指し、新規産業の参入や起業の促進を高める環境を整えるためにもデジ

タル活用を推進し、民間活力を活用した新たな地域スタイルにより、未来志向のまちづくりを進

めていきます。 

主な取組 

◆ＤＸサービスの１－ＩＤ化 

◆デジタルを活かした新たな施策の推進 

◆ＤＸサービスデータの利活用 

 

 

 

■重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

指標名 種別 基準値（R6） 目標値（R12） 

LoCoPiあさひまち利用登録率 時点 25％ 50％ 
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人口減少対策に向けた取組 

第３期朝日町総合戦略では、人口減少の緩和のみならず、人口が減少しても安心して暮らせる

よう人口減少社会に適応したまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 人口減少の「緩和」 ・ 人口減少社会への「適応」 

「適応」 
―基本目標１：子育てしやすいまち― 

子育て世代が安心してこどもを産み育てること

ができる地域社会を目指すとともに、学校教育・

家庭教育の充実を図ります。 

O①結婚・出産・子育て支援の充実 o 

◆子育て支援センターの機能強化 

◆保育サービスの維持向上 

◆子育て支援のデジタル化推進 

◆切れ目のない相談支援体制の整備 

◆出産・子育てにかかる経済的負担の軽減 

◆若者の出会い・交流機会の創出 

◆結婚相談応援 

O②学校教育の充実 o 

◆小中学校の学習指導の充実 

◆学校施設環境の充実 

◆ふるさと教育と保小中連携等の推進 

◆デジタル技術を活用した学習支援 

 

 

 

 

 

 

―基本目標３：いきいきと暮らせるまち― 

町民一人ひとりが健康に、元気に暮らせる地域

共生社会の実現を目指します。 

O①保健・医療の充実 o 

◆健康増進事業の推進 

◆「高齢者医療の先進モデル病院」を目指した 

取組推進 

◆各種地域医療機関との連携 

◆感染症に関する知識の普及・啓発 

O②地域福祉の充実 o 

◆介護サービス・地域包括ケアの推進 

◆障害者（児）福祉サービスの充実 

◆ケアネット活動の促進 

O③スポーツの振興 o 

◆健康・競技スポーツの推進 

◆朝日町発祥のビーチボール普及・振興 

 

―基本目標 2：魅力あふれるまち― 

働く場所や関わる場所として選ばれるまちづ

くりに取り組み、地域の稼ぐ力の向上・活性化を

図ります。 

O①商工業の振興 o 

◆人材の確保、雇用拡大の支援 

◆誘致活動の強化 

O②農林水産業の振興 o 

◆スマート農業技術の活用推進 

◆農林水産業の担い手確保・育成 

O③観光振興 o 

◆舟川桜並木及びヒスイ海岸周辺の整備・充実 

◆インバウンド推進事業 

◆広域連携強化 

O④関係人口の創出・拡大  

◆ふるさと納税の拡充   

◆二地域居住の推進 

◆観光・スポーツ等を通じた関係人口の創出 

O⑤稼ぐ力の向上  

◆地域資源の発掘と活用 

◆６次産業化・農商工連携の推進 

―基本目標４：住みやすいまち― 

移住・定住しやすく、安全・安心で利便性の高

い地域づくりを進めます。 

O①移住・定住の促進 o 

◆総合的な案内・相談、支援の体制の充実 

◆空き家の利活用 

O②消防・救急・防災力の強化 o 

◆地域消防体制、救急救命体制の充実 

◆地域と連携した防災体制の強化 

O③快適な生活基盤の整備 o 

◆ネットワーク型コンパクトシティの形成 

◆公共交通の充実 

O④循環型社会の推進 o 

◆脱炭素社会の実現に向けた普及啓発活動 

◆再生可能エネルギー設備等の導入・促進 

O⑤広報・広聴の充実 o 

◆様々な媒体を活用した情報発信 

O⑥デジタルの活用 o 

◆デジタルを活かした新たな施策の推進 

◆ＤＸサービスデータの利活用 
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第４章 総合戦略の推進にあたって 

町民、産官学金労言士等からなる「朝日町総合計画・総合戦略検証委員会」による推進体制を

踏まえつつ、取組の着実な実施と実効性をより一層高めていくため、次の点に留意して第３期朝

日町総合戦略の推進を図ります。 

 

（１）行政、 町民、各種組織、民間事業者等の参加と連携による推進 

具体的なまちづくりにおいては、行政とそれに係る町民、地域、各種組織、民間事業者等の幅

広い主体の参加と連携を得ながら、取組を進めていくことが重要であり、そのための情報共有、

意識醸成を進めます。 

 

（２）全庁体制による総合的・横断的な推進 

時代の変化に柔軟に対応し、より実効性の高い人口減少対策を推進していくために、既存の行

政分野にとらわれることなく、全庁的な体制のもと、総合的・横断的な施策の推進を図ります。 

 

（３）県や周辺市町との連携による推進 

観光振興や都市圏人材の確保等に関しては、朝日町単独の取組とともに、周辺市町が一体とな

り広域で効果的に推進していく必要性が高いことから、県や周辺市町と連携による戦略を推進し、

その連絡調整のための体制整備を図ります。 

 

（４）地域経営の視点での取組 

地域の経済社会構造全体及び地経済循環を俯瞰して地域をマネジメントします。 
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２ 策定体制 
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３ 審議会諮問 
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４ 審議会答申 
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５ 朝日町総合計画審議会条例 
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６ 朝日町総合戦略審議会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



128 

 

７ 審議会委員名簿 
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８ 成果指標一覧 
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